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第１節 計画の位置付け 

（１）計画策定の趣旨 

○ 東京都（以下「都」という。）はこれまで、東京都高齢者保健福祉計画、東

京都障害者計画・東京都障害福祉計画、東京都子供・子育て支援総合計画等

の各分野の法定計画に基づき、サービス基盤の整備や専門人材の確保・育成

を進めるなど、福祉施策を総合的に推進してきました。 

 

○ 東京では、少子高齢化の急激な進行、高齢世帯や一人暮らし世帯の増加、

住民同士のつながりの希薄化など、地域の状況が変化し続けてきており、住

民が地域で生活していく中で抱える課題は複雑化・複合化してきています。

これに対応するために、各地域において、行政内部での連携はもとより、地

域住民や福祉関係団体など多様な主体同士の連携や、多様な主体と行政との

連携を進め、地域における分野や世代を超えたきめ細かな相談支援体制を構

築することが求められています。 

 

○ こうしたことから、都は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第108

条第 1 項に規定する都道府県地域福祉支援計画として、東京都地域福祉支援

計画（以下「この計画」という。）を新たに策定することとしました。 

  社会福祉法第 108 条第 1 項では、次の六つの事項を都道府県地域福祉支

援計画に記載することとされています。 

 

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関

し、共通して取り組むべき事項 

② 区市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

③ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する

事項 

④ 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全

な発達のための基盤整備に関する事項 

⑤ 区市町村による地域福祉の推進のための包括的な支援体制の整備への支

援に関する事項 

⑥ その他都の地域福祉の推進に関し必要な事項 
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（２）計画期間 

○ 関連する福祉分野の諸計画の期間との整合性や、改正社会福祉法の附則に

規定された包括的な支援体制の構築に係る検討条項を踏まえ、平成 30 年度

から平成 32年度までの 3か年を計画期間とし、その間に地域福祉の推進に

向けて取り組むべき施策の方向性を明らかにするものとします。 

 

○ また、東京における人口のピークと推計される 2025年やその先を見据え

た中長期的な視点も盛り込むものとします。 
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（３）関連する他の計画との関係 

○ この計画は、東京都高齢者保健福祉計画、東京都障害者計画・障害（児）

福祉計画、東京都子供・子育て支援総合計画等、福祉分野の各計画と整合性

を図りつつ策定しています。 

 

【図】各計画の策定・改定スケジュール 

名称 根拠法 性格
2015
H27

2016
H28

2017
H29

2018
H30

2019
H31

2020
H32

東京都地域福
祉支援計画

社会福祉法
福祉分野にまた
がる共通事項等
を定める計画

東京都高齢者
保健福祉計画

老人福祉法、
介護保険法

高齢者の総合
的・基本的計画

東京都障害者
計画・東京都障
害（児）福祉計
画

障害者基本法、

障害者総合支
援法、児童福
祉法

障害者（児）施策
に関する基本計
画

東京都子供・子
育て支援総合
計画

子ども・子育て
支援法、

次世代育成支
援対策推進法

子供・子育て支
援の総合計画

平成２７年度～平成３１年度

平成２７年度～平成２９年度

平成２７年度～平成２９年度

平成３０年度～平成３２年度

平成３０年度～平成３２年度

中間見直

計画改定

計画改定

計画改定

計画改定

計画改定

新規策定

平成３０年度～平成３２年度

計画改定

 

 

○ この計画は、次の三つの役割を果たすことで、都の総合的かつ計画的な福

祉施策の推進に資するとともに、広域的な見地から区市町村の地域福祉を支

援し、都内における分野横断的な福祉施策の展開を加速させることを目的と

して策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）各福祉分野に共通する基本的な考え方を示し、都における福祉施策を

「下支えする」。 

（２）都民の生活を支える様々な施策の方向性を示し、個別計画の「はざま

を埋める」。 

（３）各分野にまたがる共通事項について定め、各福祉分野を「横につなぐ」。 
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【図】地域福祉支援計画の３つの役割と各個別計画との相関イメージ 

 

高
齢
者

保
健
福
祉
計
画

障
害
者
計
画
・
障
害

（
児
）
福
祉
計
画

子
供
・
子
育
て

支
援
総
合
計
画

 

 

 

 

 

 

①「下支えする」計画 

②「はざまを埋め

る」計画 

③「横につなぐ」計画 
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第２節 計画策定の背景 

（１）地域共生社会の実現に向けた国の改革の方向性 

○ 現在、国は、「地域共生社会」の実現を基本コンセプトとした、法整備等

の改革を進めています。この改革は、「我が事」と「丸ごと」の２つのキー

ワードで説明されます。 

 

 ◆ 「我が事」 

   家庭の機能の低下や、日常の様々な場面におけるつながりの弱まりを背景

に、社会的孤立や制度のはざまの課題が表面化していることから、地域を基

盤として、地域住民が「他人事」ではなく「我が事」の意識を持って、課題

の解決や地域づくりに主体的に取り組み、つながり支え合う地域を育んでい

くことをいいます。 

 

◆ 「丸ごと」 

様々な分野の課題が絡み合って複雑化したり、個人や世帯単位で複数分野の

課題を抱え、複合的な支援を必要とする状況が見られることや、地域によって

は急速な人口減少が進んでおり、専門人材の確保や公的支援の安定的な提供が

困難になってきていることなどを背景に、課題に包括的に対応したり、地域の

実情に応じて高齢・障害といった分野をまたがった総合的な支援を提供しやす

くしたりできるようにすることをいいます。 

 

（２）「地域力強化検討会」における検討と社会福祉法等の改正 

○ 「我が事・丸ごと」の体制整備に向け国が設置した、「地域力強化検討会」

の「中間とりまとめ」に基づき、平成 29 年 6 月、社会福祉法等が改正さ

れ、平成 30 年 4 月から、区市町村による包括的な支援体制の整備の努力

義務化、高齢者と障害児者が同一の事業所で支援を受けられる共生型サービ

スの創設、区市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定の努

力義務化などが行われることとなりました。 

 

○ 検討会の「最終とりまとめ」の考え方を踏まえ、平成 29年 12月には、

区市町村における包括的な支援体制の整備に係る指針と、地域福祉（支援）

計画の策定ガイドラインを含んだ通知が発出されました。 

 

（３）地域生活課題の解決 

○ 社会福祉法第４条では、地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、地

域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を把握し、支援関係機関との連携
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等により解決を図るよう留意するものとされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第１項では、地域住民等は、相互に協力して地域福祉の推進に努める主 

体として位置付けられています。「地域住民等」には、地域住民だけでなく、

社会福祉法人等の事業者、民生・児童委員、社会福祉協議会、ボランティア

等の地域で活動する主体が含まれます。あわせて、地域住民がサービスの受

け手となるだけでなく、社会活動等の様々な活動に参加するなど、誰もが地

域で役割を持って、地域を支え合うことの重要性が示されています。 

 

○ 第２項では、地域住民が抱える課題の把握及び解決に向けて留意すべき 

事項が、大きく三つ、示されています。 

 

○ 第一に、課題を全人的に捉えることの重要性です。制度的な福祉サービ 

スの発展は、様々な生活上のリスクを軽減するとともに、課題への対応を容

社会福祉法（抜粋） 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関す

る活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービ

スを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社

会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、

地域福祉の推進に努めなければならない。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地

域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支

援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪

化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サー

ビスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要

とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保

される上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活

課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との

連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 

 

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務） 

第６条 （略） 

２ 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関

との連携等によりその解決を図ることを促進する施策その他地域福祉の推進の

ために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。 
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易にしてきました。しかし、私たちの日常生活は、育ってきた環境や現在の

環境、家庭の状況、経済状況、身体状況などの影響や制約を受けつつ、他の

人々との関係性の中で、暮らし、働き、学び、何らかの役割を持ち、活動し、

支え合いながら連続的に営まれるものであり、部分的に切り出すことはでき

ません。このため、福祉だけでなく、保健医療、住まい、就労、教育など、

暮らしや課題をあらゆる面から把握することが必要です。特に、住まいは地

域で本人が希望する暮らしを続けるための前提条件として重要です。 

 

○ 第二に、課題を世帯単位で捉えることの重要性です。介護を必要とする 

高齢者と引きこもりの子供が同居している世帯や、認知症の親に加え医療的

ケアが必要な子供とも同居するダブルケアの世帯など、個人の課題にだけ着

目すると既存のサービスで対応可能な課題と見える場合でも、世帯全体を見

ると非常に困難な状況に陥っているケースがあります。このため、個人単位

の課題の裏にある世帯全体の状況を把握して対応することが重要です。 

 

○ 第三に、関係者同士の連携の重要性です。全人的な課題や世帯全体の課 

題は、単独の制度に基づく支援だけで対応することは困難です。このため、

公的な制度に基づく各種のサービスや、ボランティアや住民同士の支え合い

などを組み合わせて解決に導いていくことが必要になります。従来の福祉の

担い手にとどまらず、地域に関わる幅広い関係者が参画・連携し、それぞれ

がどのような役割を担うことができるか、活用できる資源やマンパワーが眠

っていないか、地域の居場所や支え合いの仕組みを新たにつくることはでき

るかなど、課題を話し合いながら地域の将来像を考えていくことが望まれま

す。 

 

○ 第６条第２項では、国及び地方公共団体は、地域住民等と連携して、地域

生活課題の解決を促進する施策を展開していくべきことが規定されていま

す。地域住民等による解決が困難な課題については、行政が課題を受け止め、

専門的なノウハウを活かし、一緒に解決していく心構えが必要です。そのた

めには、縦割りを排し、複合的な課題やはざまの課題について包括的に相談

できる窓口や体制を整備することや、福祉分野にとどまらない庁内の連携体

制を構築して情報や課題が共有されることが重要です。 
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第３節 地域福祉と関連要素 

（１）用語の定義 

○ 「地域福祉」は、様々な要素を含んだ複合的・多面的な概念です。この計

画では、地域福祉や、地域福祉を構成する諸要素を次のように定義します。 

 

ア 地域 

○ 「地域」は、高齢者、障害者、子供といった、世代や背景が異なる人々が

相互に関係し合い、共に参加し、学び、働き、遊び、住まい、暮らす場です。 

 

イ 地域福祉 

  ○ 「地域福祉」は、地域の住民等が主体となり、区市町村のバックアップ

も受けながら、分野や世代を超えて共に参加・協力し、福祉・保健・医療

関係者等と連携するとともに、社会福祉施設、医療・教育機関、企業など

地域の社会資源を生かしながら、地域の生活課題を発見し、解決を図ると

いう考え方です。 

 

ウ 圏域 

○ 地域福祉の「圏域」は、様々な主体による地域福祉活動の範囲となる地理

的な区域のことをいいます。次に掲げるような、異なるレベルの圏域が重層

的に重なり合っており、圏域内や圏域間のネットワークにより、包括的な支

援体制が整備されます。 

① 住民の具体的な活動の場となる小学校区域 

② 専門職の関与により包括的な相談体制が整えられる中学校区域 

③ 多機関が協働した総合的な支援体制が整備される区市町村域 

④ 特に専門的かつ困難な課題への対応が図られる東京都域 

 

○ 区市町村域の中の圏域は、歴史的・地理的な条件や地域資源、住民の生活

実態等に応じて、適切に設定することが重要です。町会・自治会や民生・児

童委員の活動範囲、公的機関の設置単位、学区など、様々な区域が一致して

いない場合もあるため、地域福祉の圏域を設定する際には、これらの区域と

の整合性や連携についても考慮する必要があります。 
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【図】圏域のイメージ 
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（２）地域共生社会 

  ○ 「地域共生社会」とは、地域住民や地域の多様な主体が、「地域福祉」の

考え方に沿って、自らにできることを考え、暮らし続けたい地域の将来像

やそのための方法について、利害を調整しながら合意し、共通の目標に向

かって連携することで、住民一人ひとりの暮らし、生きがい、主体性、尊

厳などが尊重され、守られる社会の姿です。 

 

（３）地域共生社会と地域包括ケアシステムの関係性 

○ 住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現を目指し、医療、

介護、介護予防、住まい及び日常生活支援を包括的に確保する地域包括ケア

システムの考え方は、介護保険制度改革の中で、地域を基盤とした医療介護

をはじめとした制度横断的な包括的支援の仕組みという意味で、主に高齢者

支援の分野で発展してきた考え方です。 

 

○ また、地域包括ケアシステムの実践においては、見守りやサロン活動な 

ど、地域住民によるインフォーマルサポートも広がりを見せており、地域住

民が積極的に地域に参画する事例が見られます。 
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○ 高齢者支援の分野では、団塊の世代が 75歳以上となる 2025年に向け

て、地域包括ケアシステムの考え方や実践の広がりや深化が見られます。 

 

○ 障害者支援、子供・子育て支援、生活困窮者支援などの分野でも、それぞ

れのニーズに応じたサービスや、地域での支え合いの仕組みが整備されてき

ました。 

 

○ こうした支援や支え合いの仕組みを連携させるとともに、複合的な課題を

抱える人や、支援を必要とする可能性のある人全体へと広げ、制度や分野を

超えて包括化していくことを通して、地域包括ケアシステムは、地域共生社

会を実現するための仕組みとして機能していきます。 

 

【図】地域包括ケアシステムの包括化と地域共生社会 

地域共生社会

高
齢
者
支
援

障
害
者
支
援

生
活
困
窮
者
支
援

子
供
・子
育
て
支
援

地域包括ケアシステムの包括化

医療・看護 保健

福祉

予防 生活支援

住まい
住まい方

就労 社会参加

地域づくり

 



１９ 

 

第４節 計画の理念 

○ この計画では次の三つの理念を掲げ、地域福祉を支援する取組を進めていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理念１ 誰もが、所属や世代を超え、地域で共に参加・協働し、互いに支え、

支えられながら、安心して暮らすことができる東京 

 

理念２ 地域の課題について、身近な場において包括的に相談でき、解決に

向けてつながることができる東京 

 

理念３ 多様な主体が、それぞれの専門性や個性を活かし、地域づくりに参

画することができる東京 
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第５節 計画の構成 

○ 第４節で掲げた三つの理念を具現化するため、この計画の第３章では、三つ

のテーマを設定した上で、それぞれのテーマに関する課題と、計画期間中に都

が取り組む施策の方向性を明らかにしています。 

  

○ さらに、地域共生社会の実現を見据えた中長期的な視点から、「おわりに」と

して、東京における地域の未来に向けた考え方を示しています。 

 

【図】東京都地域福祉支援計画の構成要素 
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第２章 

 

地域を取り巻く現状 
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第１節 人口・世帯等の状況 

（１）東京都の人口及び高齢化率の推移・将来推計 

  ○ 東京都の人口は、今後もしばらく増加を続け、2025年に1,398万人でピ

ークを迎え、その後、減少に転じると見込まれます。 

   

○ また、年齢３区分別に見ると、年少人口（0～14歳）及び生産年齢人口（15

～64 歳）は、人口動向と同じく、2025 年まで増加を続け、その後減少に転

じると見込まれます。 

 

○ 一方、老年人口（65 歳以上）は、年々増加することが予測され、2015 年

には高齢化率が22.7％であったところ、2060年には33.7％となると見込ま

れます。特に、75歳以上人口は2030年に一度ピークを迎えた後、2055年

にかけて再び増加すると見込まれます。 

 

 

  ○ 地域別で見ると、区部では2030年に979万人、多摩・島しょでは2020

年に 426 万人となり、それぞれ人口のピークを迎えると予測されます。団塊
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の世代が全て75歳以上の後期高齢者となる2025年が都における人口の転換

点になると見込まれます。 

 

 

（２）東京都の世帯数の推移・将来推計 

  ○ 東京都の一般世帯数は、2015年の669万世帯から、2030年には708

万世帯まで増加し、その後、人口減少の影響により2060年には620万世帯

まで減少すると見込まれます。 

 

  ○ 世帯数に占める家族類型別の割合を見ると、2060年には全世帯のうち単独

世帯が48.4％、夫婦のみの世帯が18.5％となり、それぞれ2015年に比べ

割合が上昇する一方、夫婦と子供から成る世帯の割合は、23.4%から20.0％

へと低下します。 

 

  ○ 65 歳以上の単独世帯に、世帯主の年齢が 65 歳以上の夫婦のみの世帯を合

わせた世帯数は、2015年の136万世帯から、2060年には185万世帯に

なり、全世帯の3割が、高齢者の一人暮らしや二人暮らしによって占められる

ことになります。 
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（３）生活保護受給率及び受給世帯数の推移 

  ○ 東京都の生活保護受給率は近年横ばいとなっていますが、2015年において

21.9‰と、依然として全国平均を大きく上回っています。また、受給世帯数は

年々増加し、2015年には約23万1千世帯となっています。 
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（４）子供の貧困率の推移（全国） 

  ○ 全国の子供の相対的貧困率は、2015 年において 13.9％と、前回調査した

2012年の16.3％から減少していますが、依然として7人に1人の子供が相

対的貧困の状況にあります。 
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第２節 区市町村地域福祉計画に関する状況 

  ○ 都内62区市町村における地域福祉計画の策定状況は、「策定済み」が52区 

市町村（83.9％）、「未策定」が10区市町村（16.1％）となっています。 

 

  ○ 「未策定」のうち、2区市町村は、今後、計画策定の「方針あり」と回答して 

います。 

 

 ○ 計画策定の「方針なし」の理由として、「他の個別計画で対応している」、「マ

ンパワー不足により策定が困難」といった理由が挙げられています。 

 

  ○ 計画を策定している多くの区市町村が、計画期間を設定しており、現行計画の 

改定及び次期計画の策定を今後予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 多機関の協働による包括的支援体制の構築、共生型サービスの推進、住宅確保 

要配慮者の居住支援、生活困窮者対策等については、次期計画で対応する予定の 

区市町村が多くあります。 

 

  ○ 計画「策定済み」の区市町村において、社会福祉協議会との連携を図るため、

地域福祉活動計画と地域福祉計画の計画期間を合わせているところや、法定計画

との整合性を図るため、地域福祉計画の改定年度を１年遅らせるといった工夫を

しているところがあります。一方、法定計画との差別化が難しい、アウトカム指

標の設定が難しい等といった課題も挙げられています。 
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第３章 

 

地域福祉推進のための 

施策の方向性について 
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第１節 地域生活課題の解決に向けて 

（１）東京の特性 

○ 都心部から多摩地域、島しょ部まで、東京の地域の姿は場所によって大き

く異なることに留意が必要ですが、地域生活課題の解決を図る体制を整備す

るに当たっては、次のような特性（弱みや強み）を踏まえる必要があります。 

 

○ 東京では、狭い面積に日本の総人口の10分の1の人々が生活し、働き、

活動しており、支援を必要とする人の絶対数も多くなっています。今後、高

齢化の進展に伴い要介護高齢者の更なる増加が見込まれるなど、地域で支援

を必要とする人は更に増加していくと見込まれます。 

 

○ 東京では、都心部を中心に地価が高いことや、交通の利便性が高いことな

どから、暮らしの場と、学び、働き、遊ぶ場が離れ、個人の生活基盤が複数

の地域にまたがる場合が多くなっています。また、全国に比較して借家に住

む人の割合が高く、他の地域から転居してきた人や、学生の間だけ都内で暮

らす人など、人の流動性が高いことから、地域への帰属意識や地縁に基づく

人と人とのつながりは、地域差はあるものの、必ずしも強いとは言えません。

町会・自治会への加入率の低下や役員の高齢化、商店街の減少、空き家・空

き店舗の増加なども進んでいます。 

 

○ 一方で、大学、企業、社会福祉法人、NPOなどの多様な主体が集まって

おり、あらゆる分野の技術や知識が蓄積されるとともに、近県から東京に通

う人も含め、豊富な経験や専門的な知識を持った多様な人材が活動していま

す。 

 

（２）東京における地域生活課題の解決に向けた方向性と実践 

○ 改めて地域に目を向けると、東京でも地域活動への住民等の参加意欲は決

して低いとばかりは言い切れず、従来からの地縁組織の活動の延長線ではな

い、多様な主体や住民が中心となった支え合いの取組が、様々な場所で実践

されていることに気付きます。 

 

○ こうした活動は、誰かからやらされることで始まるのではなく、地域住民

等が地域の現状や将来に関心を抱くことをきっかけとして、自発的に生まれ

ています。 

 

○ 区市町村は、住民主体で行われている支え合いの取組を地域の資源として
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把握するとともに、住民の自主性を尊重しながら、地域住民が活動しやすい

環境の整備や情報提供、活動のきっかけ作りなどを行い、取組を育んでいく

ことが重要です。 

 

○ この計画では、試行錯誤と創意工夫を重ねて、東京で育まれてきたこうし

た先進的な取組を紹介しています。 
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地域の居場所づくりの取組 

 きよぴー&とまと、You＆I（八王子市） 

事例 

≪今後掲載予定≫ 



３１ 

 

 

 

 

 

 

 

加入率100％の自治会の取組 

 立川市大山自治会 

事例 

≪今後掲載予定≫ 



３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 

≪今後掲載予定≫ 

    生徒による地域サービス実習「さくら運送」 

 都立多摩桜の丘学園（多摩市） 
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第２節 テーマ① 地域の支え合いを育むために 

（１）包括的な相談・支援体制の構築 

【現状と課題】 

○ 国及び地方公共団体には、地域住民等と連携して、地域生活課題の解決を

促進する施策の展開等をする責務があります（15ページ参照）。 

 

○ また、改正社会福祉法では、区市町村は、地域生活課題の解決に資する包

括的な支援体制を整備するよう努めることとされました。 

 

○ 区市町村は、住民が主体的に地域生活課題を把握して解決を試みる体制づ

くりを支援するとともに、地域住民等による解決が困難な課題については、

区市町村が中心となって、支援関係機関が連携した総合的な相談支援体制を

整備することが必要です。 

  

○ 区市町村は、支所・出張所などの総合的な行政窓口のほか、介護保険法に

規定する地域包括支援センター、障害者総合支援法に規定する基幹相談支援

センター、児童福祉法に規定する子育てひろば（地域子育て支援拠点）、母子

保健法に規定する子育て世代包括支援センター（母子保健包括支援センター）、

生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者自立相談支援機関、生活保護法

に規定する福祉事務所など、各分野の専門相談窓口を設置しており、これら

は区市町村が直接運営するか、社会福祉法人等への委託により運営されてい

ます。 

 

○ 社会福祉法では、地域包括支援センター等の事業を運営する者は、自ら解

決に向けた支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、支援の

必要性を検討した上で、関係機関に対し、課題の解決に資する支援を求める

よう努めるものとされました。 

 

○ 国は、平成２９年３月、次の２本の通知を発出し、地方公共団体や事業者

による積極的な取組を促しています。 

（１）地域づくりに資する事業の一体的な実施について（⇒●●ページ参照） 

   介護保険制度、障害者総合支援制度、子ども・子育て支援制度などの各

制度に基づく、地域づくりに資する事業を連携して一体的に実施できるこ

とや、職員が複数の事業に従事できることを示しています。 

（２）社会福祉施設等の職員が行う地域活動の推進について（⇒●●ページ参

照） 
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   社会福祉施設等の職員が、施設等の利用者の自立等に資する地域活動に

取り組む場合は、福祉サービスの提供に従事する時間として取り扱えるこ

とを示しています。 

 

○ 複合的な課題やはざまの課題に対応するためには、分野ごとの縦割りを排

するとともに、課題の困難性に応じて身近な圏域からより広い圏域へと、情

報と支援が複層的につながっていく仕組みを整備することが必要です。相談

窓口や支援関係機関などの組織と専門職が持つ力を広げ、結び付けることで、

アセスメント機能とコーディネート機能を発揮しながら地域住民等からの相

談に包括的に対応できる体制を整備する必要があります。 

 

○ ●●ページ、●●ページに紹介している事例のように、都内の区市町村で

は、国の補助金等も活用し、身近な地区での相談支援体制を充実させるため

に地区ごとに包括的な相談窓口を設置したり、社会福祉協議会による相談機

能・居場所機能・ネットワーク構築機能を併せた拠点の設置を支援するなど、

地域の実情に応じた体制の構築が行われているところがあります。 

 

【取組の方向性】 

○ 都内全域で地域福祉を推進するため、この計画に基づき、区市町村を支援

する施策を展開します。 

 

○ 区市町村による、地域の実情に応じた包括的な相談・支援体制の整備を進

めるため、好事例の普及推進を行います。 

 

○ 区市町村や事業者が、様々な財源を活用し、包括的な相談・支援体制の整

備を進めることができるよう、情報提供等の支援を行います。 
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（２）地域住民等と行政の協働による地域生活課題の解決体制の構築 

ア 社会福祉協議会との連携・協働と活動支援 

【現状と課題】 

○ 社会福祉協議会は、地域の様々な課題解決に向け、地域住民、民生委員・

児童委員、ボランティア、ＮＰＯ、社会福祉施設、専門機関などと協力し、

行政とも連携しながら活動しています。 

 

○ 具体的には、ふれあいサロンや見守りネットワーク活動、地区社会福祉

協議会の組織づくりといった住民による地域福祉活動の支援、日常生活自

立支援事業や成年後見制度等の権利擁護に関する活動、災害時要援護者支

援活動など、地域福祉に関する幅広い活動を行っています。 

 

○ 近年、経済的困窮やひきこもり、社会的孤立、権利侵害など地域の生活

課題が深刻化・複雑化しており、制度のはざまに陥り、必要な支援につな

がりにくい住民を丸ごと受け止め、解決に向けて取り組むことが求められ

ています。そのためには、地域住民や社会福祉関係者、専門機関、行政な

ど、地域における幅広い協働・連携の仕組みづくりが必要であり、地域住

民や事業者が参画する社会福祉協議会が果たすべき役割はますます重要と

なっています。 

 

○ こうした様々な課題を抱える住民に対する支援体制を各地域で構築する

必要があり、その内容を区市町村が策定する地域福祉計画に盛り込むこと

が重要です。計画策定に当たっては、社会福祉施設やボランティア団体な

ど地域福祉を推進する団体が参加して住民主体のまちづくり等に取り組む

区市町村社会福祉協議会が、積極的に協力することが期待されています。 

 

【取組の方向性】 

○ 今後、住民主体の地域福祉活動を計画的に展開するため、全ての社会福

祉協議会において、行政と連携しながら、住民や民間団体の活動・行動計

画である地域福祉活動計画の策定に取り組んでいくことが重要です。 

 

○ 行政が地域福祉計画を策定する際には、社会福祉協議会に対して積極的

な関与を求めるとともに、地域福祉活動計画と十分な連携を図ることで計

画の実効性を高めていく必要があります。 
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地域包括ケアの地区展開 

世田谷区 

事例 

≪今後掲載予定≫ 
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 地域における相談・交流・ネットワークづくりの拠点 

 江戸川区社会福祉協議会 なごみの家 

事例 

≪今後掲載予定≫ 
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イ 地域福祉コーディネーターの活動支援 

 【現状と課題】 

○ 住民同士の支え合いによる地域福祉活動を進めるためには、住民間や住

民と関係者とをつなぐネットワークづくり、地域の福祉課題を解決するた

めの資源の開発を進める必要があります。 

 

○ 地域福祉コーディネーターは、こうした機能を担う人材として、東京都

社会福祉協議会において養成と配置促進に向けた取組を行っており、区市

町村社会福祉協議会への配置が進められています。 

 

○ 主な活動内容は、住民のニーズや地域のニーズを把握し、ネットワーク

を構築して支援が必要な人を行政や専門機関などに適切につなぐことであ

り、住民への「個別支援」と地域づくりを行う「地域支援」が大きな役割

となっています。 

 

○ 「個別支援」は、制度の狭間にある課題や複雑な課題を抱えた住民に寄

り添って支援する「直接支援」と地域住民や関係機関、行政等と連携して

個人を支援する「間接支援」に分けることができます。 

 

○ 「地域支援」は、地域や地域住民のニーズ、資源等を把握する関係形成

が重要であり、住民主体の活動や仕組みづくりなどの立ち上げ支援、運営

が軌道に乗るまでの寄り添い型の支援を行うことで、住民が自主的に活動

を発展できるよう支援することを目指しています。 

 

○ こうした地域づくりを担う人材は、地域福祉コーディネーターのほか、

介護保険制度による生活支援コーディネーターなど、役割が重なる専門職

等がいます。 

 

○ そのため、都内の配置状況は地域の実情によって様々であり、地域福祉

コーディネーターを専任で配置している地区、生活支援コーディネーター

と兼務で配置している地区、他の業務と兼務している地区、コーディネー

ターの配置ではなく地区担当制を導入して小地域福祉活動を進めている地

区などがありますが、配置に至っていない区市町村も多く見られます。 

 

○ 区市町村社会福祉協議会が、地域福祉コーディネーターの配置について

地域の関係者の協力や行政の支援を受けるためには、コーディネーターに

よる活動の記録や事例を検証し、活動内容を可視化しておくことが重要で
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す。 

 

 【取組の方向性】 

○ 都はこれまで、地域福祉コーディネーターを配置する区市町村に対し、

包括補助事業により支援してきました。 

 

○ 国は、生活困窮者自立支援事業関係の区市町村を実施主体とした補助事

業として、平成２７年度に「地域における生活困窮者支援等のための共助

の基盤づくり事業」、平成２８年度に「多機関の協働による包括的支援体制

構築事業」、平成２９年度に「地域力強化推進事業」を開始しています。 

 

○ これらの事業は、地域福祉コーディネーターの配置を含め、住民が主体

的に地域課題を解決する体制づくり、複合化・複雑化した課題に対応する

ための包括的・総合的な相談体制づくり等に活用することができるとされ

ています。 

 

○ 区市町村においては、こうした財源を積極的に活用して、住民主体の課

題解決体制づくりに取り組むことが期待されます。 

  

ウ 高齢者への生活支援サービスの充実 

【現状と課題】 

○ 一人暮らしや夫婦のみで暮らす高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅

生活を継続するためには、介護や医療のサービス提供のみならず、食事の

用意、見守り、日常生活上のちょっとした困りごとへの対応など、多様な

生活支援サービスが欠かせません。 

 

○ 都内の高齢者にこのような生活支援サービスの今後の利用意向を聞いた

ところ、約６割の方が利用したいと考えており、中でも、「家事援助（掃除、

洗濯、買い物等）」、「配食」、「通院の付き添い」などのニーズが高くなって

います。 
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＜生活支援サービスの今後の利用意向について＞ 

 

資料：東京都福祉保健局「平成27年度東京都福祉保健基礎調査 高齢者の生活実態」 

 

○ 今後、様々な生活上の困りごとへの支援が特に必要となる一人暮らしの

後期高齢者が大幅に増えると見込まれており、生活支援サービスを充実し

ていくことが求められます。 

 

○ 地域で高齢者の在宅生活を支えるサービスには、介護保険制度や区市町

村の事業として行われているサービスのほか、民間事業者の独自サービス

や地域住民の支え合いで提供されているものなどがあります。生活支援サ

ービスの充実には、そうした地域の多様な資源を把握するとともに、多く

の高齢者が自らも担い手となり、地域住民の互助を基本としたサービスが

積極的に展開されることも期待されます。 

 

○ 平成27年 4月の介護保険制度改正では、地域において、生活支援・介

護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源

開発やネットワーク構築の機能）を担う生活支援コーディネーターの配置

と、多様な主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進す

る協議体の設置などが地域支援事業に位置付けられました。 

 

○ 現在、第 1層として区市町村区域、第 2層として日常生活圏域（中学校

区域等）のそれぞれのエリアで生活支援・介護予防の体制整備が進められ

ていますが、区市町村によって取組状況は異なっています。 
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＜都内における生活支援コーディネーター配置自治体数＞ 

  

少なくとも 

1層・2層 

どちらかを配置 

1層を配置 2層を配置 

区部 21 20 13 

市町村部 30 30 14 

合計 51 50 27 

（注） 1層・2層を兼任のコーディネーターについては、1層に計上 

＜都内における協議体設置自治体数＞ 

  

少なくとも 

1層・2層 

どちらかを設置 

1層を設置 2層を設置 

区部 18 17 13 

市町村部 22 19 12 

合計 40 36 25 

（注） 平成29年6月時点 

資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成 

 

【取組の方向性】 

○ ボランティアや、ＮＰＯ法人、民間事業者等を活用して配食や見守りな

どの生活支援サービスを提供する区市町村の取組を支援します。 

 

○ 「団塊の世代」をはじめとする高齢者を生活支援サービスの担い手とし

て位置付け、高齢者の活躍の場をつくり、生活支援サービスの充実と介護

予防の両立を図る区市町村の取組を支援します。 

 

○ 生活支援コーディネーターの養成研修を実施するとともに、各区市町村

の生活支援体制整備に係る情報共有を図ることにより、区市町村において

生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置が適切に行われ、生活支

援サービスの充実に向けた取組が効果的に行われるよう支援します。 

 

○ 東京の強みである活発な企業活動や豊富な経験や知識を持った多くの人

たちの力を活かし、生活支援や介護予防など地域包括ケアシステムの構築

に資する地域貢献活動の活性化を図ります。 
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（３）身近な地域の居場所づくり 

ア 高齢者のサロン活動の推進 

【現状と課題】 

○ 都内では、一人暮らしの高齢者が増加しています。長期にわたり一人暮

らしを続けることにより、社会や地域とのつながりが希薄になってしまう

こともあります。地域社会の中で、自分の居場所や立ち寄れる場所がない

ため、閉じこもりがちになる高齢者もいます。 

 

【取組の方向性】 

○ 高齢者の孤立化や閉じこもり防止のため、気軽に立ち寄り、参加できる

サロンを整備する区市町村を支援するなど、「地域における居場所づくり」

に取り組みます。 

 

イ 子供の居場所づくり 

【現状と課題】 

○ 子供が気軽に立ち寄ることができ、食事の提供や学習支援等を行う居場

所を設置し、地域全体で気になる家庭への見守りを行う体制を整備する必

要があります。 

 

【取組の方向性】 

○ 区市町村が民間団体等と連携し、子育て家庭の状況を把握して、必要な

援助につなげるための支援員を配置し、学習支援や食事の提供、保護者へ

の援助などを一体的に行う居場所づくりを支援します。 

 

○ また、区市町村では、支援を必要とする子供と家庭に対し、居場所づく

りや食事の提供、学習支援等、様々な取組を実施しており、これらの取組

を一層促進するため、民間団体の事業立上げから運営までの相談支援や、

立上げの際の初期経費の助成等を行う区市町村を支援します。 
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ウ 誰もが集えるサロン活動の推進 

  【現状と課題】 

○ 現在、都内の各地では、区市町村社会福祉協議会を中心として、ボラン

ティアや民生委員・児童委員等の協力の下、高齢者サロンや子育てサロン、

障害者サロンなど様々なサロン活動が行われています。 

  

○ こうした対象者別の居場所づくりも重要ですが、地域生活課題が複雑

化・多様化し、複合的な課題を抱える住民の増加に適切に対応するために

は、住民の誰もが気軽に立ち寄れる居場所を整備する必要があります。 

 

○ 現在、区市町村社会福祉協議会が配置する地域福祉コーディネーターが

中心となり、住民主体のサロン活動への立ち上げ支援や運営支援を行うこ

とで、成功している例が見られます。これらのサロンでは、誰もが気軽に

立ち寄れる場とすることで、住民からの相談を窓口で待っているだけでは

把握できない住民に気付き、必要に応じて行政や専門機関等の支援につな

げています。また、地域福祉コーディネーターと地域住民との話し合いを

通じて、住民主体の新たな活動が生まれるなど、地域活動に欠かせない拠

点となっています。 

 

○ これらの居場所をいつでも気軽に利用できるようにするためには、同じ

場所で常時開設する必要がありますが、公民館や生涯学習センター等の公

的施設を活用する場合、そのほとんどが空き時間を利用した特定の曜日・

時間の開設にとどまっています。 

 

○ 常時開設することが可能な空きスペースを確保するためには、公的施設

の利活用だけでは限界であり、民間所有の建物・施設を有効活用する必要

があります。 

 

【取組の方向性】 

○ 誰もがいつでも気軽に立ち寄れる場を確保するためには、空き民家や空

き店舗等の活用が有効です。 
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こまじいのうち 

文京区社会福祉協議会 

事例 

≪今後掲載予定≫ 
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（４）対象を限定しない福祉サービスの提供 

ア 高齢障害者へのサービス提供 

 

 

 

 

   

≪今後掲載予定≫ 
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イ 総合的な福祉サービスの推進 

【現状と課題】 

○ 高齢者、障害者、子供など、年齢や必要とされる支援の内容にかかわら

ず、誰もが適度な距離感の中で一緒に過ごし、相談したり、専門的な支援

を受けることなどができる、総合的な福祉サービスを提供する事業所は、

分野や世代を超えて分け隔てなく支え合う地域福祉の拠点となり得ます。 

 

○ 都内では、以下に紹介しているように、保育所と認知症対応型通所介護

を仕切りのない一つの空間で運営し、さらに地域の誰もが気軽に立ち寄れ

るようにしている事業所や、同一の建物で運営する養護老人ホームの高齢

者と保育所の児童が日常的に交流している事業所の例があり、分野や世代

を超えた交流や支え合いが生まれていますが、広がりは限定的です。 

 

○ 高齢者介護、障害者福祉、子育て支援等の福祉サービスを提供する事業

所の設備・人員に関する基準は、国が定める基準を参酌するなどして、都

や区市町村が分野ごとに条例等で定めていますが、同一の建物等でこれら

のサービスを組み合わせて実施する場合の基準の適用については、十分に

整理されていませんでした。 

 

○ このため、国は、平成２８年３月、現行の基準の範囲内で人員の兼務や

設備の共用が運用上可能な事項を示すガイドラインを発出しました。 

 

【取組の方向性】 

○ 総合的な福祉サービスを提供する事業所の運営の実態や効果等について、

都内の好事例等を通じ、区市町村や事業者に情報提供を行います。 

 

○ 地域の実情に応じ、総合的な福祉サービスの展開が図れるよう、設備・

人員基準の運用等について、区市町村や事業者に対する情報提供を適切に

行います。 

 

○ 整備や運営に係る各分野の補助制度等に基づき、支援を行います。 
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多世代が同じ空間で過ごす取組 

NPO法人 地域の寄り合い所 また明日（小金井市）  

事例 

≪今後掲載予定≫ 
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＜取組に至った経緯・背景＞ 

昭和３７年に江戸川区内で、養護老人ホーム「江東園」を開設した社会福祉法人江東 

園は、昭和５１年に、保育所設立への地域の期待の声が高まったことから、江戸川保育 

園を設立しました。昭和６２年、施設の建替えを機に、保育所、養護老人ホーム、特別 

養護老人ホーム（以下「特養」という。）、高齢者在宅サービスの４施設を合わせた幼老 

統合施設として、本格的な世代間交流をスタートしました。 

＜取組の内容＞ 

○毎朝、園庭に園児たちと養護老人ホームの入所者の方々が自由に集まり、お互いに大き 

な声で挨拶をして体操が始まります。高齢者も思い思いに身体を動かします。 

○体操が終わると、自由交流の時間となり、園児がお気に入りの高齢者の膝の上に座って 

おしゃべりを始めたり、抱っこをせがんだりと、自然なコミュニケーションが図られて 

います。 

○特養入所者は、重度化が進み、園庭に下りることが 

難しくなったことから、園児たちはクラス毎に日替 

わりで特養へ出向き、一緒に体操をしています。 

○また、体操の時間が終わると、認知症デイサービス 

へ園児たちが訪問し、触れ合う機会も設けています。 

○月に一度、園児と施設入所の高齢者が１日共に過ご 

す「オープン保育」を実施し、一緒に遊んだりお昼ご飯を食べたりして過ごしています。 

○別の事業所では、知的障害者と高齢者のデイサービス、事業所内保育所を同じ建物で運営しおり、

季節行事やクラブ活動を通して交流が図られています。 

○直接の交流の時間以外でも、家族のような自然な距離感で生活することを心掛けていま 

す。保育スペースのそばで高齢者のリハビリスペースを設け、お互いが見える工夫をし 

ています。 

＜高齢者や子供、障害者にとってのメリットや実感している効果＞ 

○普段は表情が乏しい認知症デイサービスに通う方も、園児たちと触れ合うことでいい表 

情になります。 

○七夕やクリスマス会といった季節行事も大切にしています。紙芝居を読む係やお遊戯会 

における配役等、高齢者にも役割を与えることで、とても活き活きしています。 

○世代間交流が行われていることは、職員募集の際のアピールポイントにもなります。卒 

園した園児が大人となり、同施設の職員として働いている例もあります。 

○世代間交流を続けていくためには、職員同士の連携が重要です。お互いの専門性を尊重しながら、

研修や行事などを通してチーム意識を育んでいます。  

  日常生活の中で、世代間交流を図る取組 

 社会福祉法人 江東園（江戸川区） 

事例 

施設内における交流の様子 
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第３節 テーマ② 安心した暮らしを支えるために 

（１）住宅確保要配慮者への支援 

【現状と課題】 

○ 安心して居住できる住まいの確保は、地域包括ケアシステムを構築する上 

で基本となることです。 

 

○ 東京は地価が高く、土地取得コストが高額になるため、家賃や施設の居住

費が高額になる傾向にあります。 

 

○ 平成 25 年における都内の空き家率は約 11％であり、平成 10 年からほ 

ぼ横ばいとなっていますが、戸数は５年前に比べて約 7 万戸増加し、約 82

万戸になっています。 

 

＜空き家数及び空き家率の推移［東京都］＞ 

 

 

○ 活用可能と想定される「腐朽・破損なし」の空き家は約 66 万戸存在し、

このうち、賃貸用の空き家は約 49 万戸、長期不在等の空き家は約 11 万戸

となっています。 
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＜空き家総数の内訳［東京都］＞ 

 

  資料：総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年度） 

 

○ 民間賃貸住宅においては、高齢者等の入居を拒まない住宅や高齢者専用の

賃貸住宅が供給されている一方、家賃の支払、入居中の事故等に対する家主

の不安などから、単身の高齢者や高齢者のみ世帯は入居不可とするなどの制

限が行われている状況が依然として見られます。 

 

＜民間賃貸住宅における入居制限の状況[全国]＞ 

 

 

○ 平成 29年 4月、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す
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る法律（平成19年法律第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。）

の改正により、高齢者など住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制

度が創設され、同年10月より運用を開始しました。 

 

○ 家主が抱える不安を解消し、誰もが希望する地域で住居を確保できるよう

にするためには、高齢者等に対し、住まいの確保を支援するだけでなく、社

会や地域から孤立させないよう、見守りや生活支援等を提供することも重要

です。 

 

○ これらの取組を進めるためには、行政・民間を問わず、住宅部門と福祉部

門が連携して、総合的に取り組む体制を整備する必要があります。 

 

【取組の方向性】 

○ 低所得者であること、高齢であることなどを理由に、市場において自力で

は適正な水準の住宅を確保することが困難な都民の居住の安定を確保するた

め、都営住宅、公社住宅など公共住宅のストックを有効に活用して、公平で

柔軟な住宅セーフティネットを構築していきます。 

 

○ 住宅セーフティネット法に基づく高齢者等の入居を拒まない住宅の登録制

度を実施するとともに、登録住宅への支援を行うことにより、その供給を促

進します。 

 

○ 高齢者等の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図る

ため、区市町村における居住支援協議会の設立を促進するとともに、その活

動を支援します。 

 

○ 日常生活に不安のある高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、住まいの確保と見守り等の生活支援を一体的に提供する区市町村の

取組を支援していきます。 

 

○ 自宅等で暮らす、見守り等が必要な高齢者や家族の不安を軽減するととも

に、民間賃貸住宅において、事故やトラブルに対する家主の不安の軽減を図

り、高齢者等が円滑に入居できるよう環境整備に取り組みます。 
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（２）生活困窮者への総合的な支援体制の整備 

【現状と課題】 

○ 都は、平成20年のリーマンショック以降、低所得世帯の増加に対応して、

生活・就労相談、生活資金の貸付け等、様々な低所得者、離職者等対策事業

を区市町村と連携しながら実施してきました。現在、住居喪失不安定就労者・

離職者等サポート事業（ＴＯＫＹＯチャレンジネット）や、多重債務者生活

再生事業、受験生チャレンジ支援貸付事業などを実施しています。 

 

○ 生活困窮者への支援（第二のセーフティネット）を充実・強化するため、

平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行されました。区市においては、

自立相談支援事業などの必須事業に加え、就労準備支援、家計相談支援など

の任意事業が実施されています。また、町村部では、都が実施主体として相

談支援窓口を実施しています。 

 

○ 平成 29 年度は、就労準備支援事業が 30 区市、一時生活支援事業が 24

区市、家計相談支援事業が 30 区市、子供の学習支援事業が 46 区市で実施

されており、支援の実施体制は着実に広まっています。 

 

○ 新規相談件数や、自立支援のために作成される計画であるプラン作成の 10

万人当たりの月平均件数は、全国平均より高いものの、国の目安値に届いて

いません。関係機関との連携や制度の周知など、適切な支援を受けることが

できていない人を自立相談支援につなげていくための継続的な取組が必要で

す。 

 

 （都内における任意事業実施区市数の推移） 
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（新規相談件数（10万人当たり/月）） （プラン作成件数（10万人当たり/月）） 

  

   ※国目安値（28年度）：22件     ※国目安値（28年度）：11件 

 

○ 相談者が抱える課題は、経済的困窮を始め、多重債務、就職定着困難、発

達障害、メンタルヘルス、ひきこもりやDV（ドメスティックバイオレンス）

等の家族の問題など、多岐にわたっています。相談者が抱える複合的かつ複

雑な課題や、困窮に陥った根本の原因を明らかにして支援を行うためには、

窓口の支援員の高い専門知識や技術・ノウハウの習得が重要です。 

  

○ こうした支援員に対する人材育成や任意事業の実施を促すなど、広域的な

見地から都が支援していく必要があります。 

 

○ 自立相談支援窓口への来所者だけでなく、行政につながっていない困窮者 

をどう支援につなげるかも重要です。地域包括支援センターや生活支援コーデ

ィネーター、民生委員・児童委員、スクールソーシャルワーカーなどの関係機

関や地域の方との連携により、支援が必要な方への早期・適切な対応ができる

ようにしていくことが重要です。 

 

【取組の方向性】 

○ 家計相談支援事業や就労準備支援事業などの任意事業を実施していない区

市でも、困窮者に対する必要な支援が実施できるように、区市の相談支援窓

口従事者向けに研修を実施するとともに、子供の学習支援や居場所づくりに

取り組む区市町村を支援します。 

  また、町村部においては、住民のニーズや地域資源等の状況を踏まえ、更

なる任意事業の実施を含め、支援を充実します。 

 

○ 区市の自立相談支援機関の窓口職員の能力向上のため、自立相談支援や家

計相談支援など、事業別の従事者を対象とした研修の強化や、生活困窮に至

るリスクの高い問題に着目した課題別研修、事例検討会の開催、事例集の作
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成配布などを体系的に実施します。 

 

○ 住居喪失不安定就労者等への就労・住宅相談や、多重債務者への相談、受

験に必要な塾代等の貸付など、区市町村の事業を補完・強化するために、都

が広域的・専門的支援を引き続き実施します。 

 

○ 地域包括支援センターや民生委員・児童委員、生活支援コーディネーター、

中間的就労の場となる就労訓練事業所、子供の学習支援に取り組む民間団体

などの地域資源との連携が一層進むよう、連携の仕方に関する研修や先行事

例の紹介を行うなど、区市の実情に応じた地域資源のネットワーク作りを支

援します。 
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（３）多様な地域生活課題への対応 

ア 高齢者への支援 

 【現状と課題】 

○ 高齢者人口の増加に伴い、今後、要介護・要支援高齢者の急速な増加、一

般世帯に占める高齢者単独世帯の割合の大幅な増加が見込まれます。 

 

○ 要介護（要支援）認定を受けている高齢者のうち、何らかの認知症の症状

を有する人は約41万人おり、平成37年には約56万人に達すると見込ま

れています。 

 

＜認知症高齢者の推計（東京都）＞ 
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○ 高齢化が進行する中、都は、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活

を営むことができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に

提供される地域包括ケアシステムの構築を推進しています。 

 

○ また、豊かな社会資源が集積している東京の特性を踏まえ、地域の力や民

間の力など様々な資源を活用しながら、自助・共助・公助に互助を組み合わ

せ、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを都内各地に構築していく必

要があります。 

 

 【取組の方向性】 

○ 医療や介護が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮ら

し続けることができるよう、在宅サービスや地域密着型サービス、施設サー

ビスなどの介護サービス基盤をバランスよく整備するとともに、質の高い介
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護人材の確保を図ります。 

 

○ 生活の基盤となる適切な住まいが確保されるよう、高齢者が自身の希望に

応じた居住の場を選択できるようにするとともに、身体状況等に応じて必要

なサービスを受けることができる環境の整備や、サービスの質の確保を図り、

安全・安心な住まいを供給していきます。 

 

○ 医療及び介護が必要な人が増加していく中、病院に入院しても円滑に在宅

療養に移行し、在宅での生活を維持しながら医療及び介護のサービスが受け

られるよう、医療・介護サービスの従事者が連携してサービスを提供する体

制を構築します。 

 

○ 希望する場所で看取りが行えるよう、看取りに対する都民の理解を促進す

るとともに、看取りを行う医療等多職種等の対応力向上や看取り環境の整備

に向けた取組を推進していきます。 

 

○ 認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、認

知症の人が容態に応じて適切な医療・介護・生活支援等を受けられる体制を

構築します。 

 

○ 高齢者が、仕事や趣味活動などの社会参加活動、介護予防に取り組み、い

きいきと地域で暮らしていくとともに、ボランティアなどの地域社会の担い

手として活躍できる環境を整備します。 

 

○ また、見守りや生活支援サービスなど、元気な高齢者を含め、地域の住民

一人ひとりが支える側になって、支援が必要な高齢者を支えていくための地

域づくりを推進します。 

  

イ 障害者（児）への支援 

  【現状と課題】 

 ○ 障害者基本法では、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられ

ることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現す

る」ことが、法の目的として規定されています。また、平成２８年４月には、

障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消

法が施行されました。こうした社会の実現に向け、都民が、障害と障害のあ

る人への理解を深めることが重要です。 
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○ 障害者（児）が地域で生活していくためには、重度化・高齢化に対する支

援の充実や、親なき後を見据えた取組、障害児の成長段階や障害特性に応じ

た適切な支援など、様々な課題があります。障害者・障害児が地域で安心し

て生活できるよう、地域における自立生活を支える仕組みづくりが必要です。 

○ 障害者が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図れるよう、

働く機会を拡大するとともに適切な支援を提供することにより、障害者が能

力や適性に応じて、仕事に就き、働き続けられる環境の整備も必要です。 
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【取組の方向性】 

○ 社会全体で障害者への理解を深め、障害者に対する差別をなくす取組を一

層促進するための条例を制定し、紛争解決・相談体制の整備を行うほか、障

害の理解を促進するための普及啓発を行います。 

 

○ 障害種別によらず、どんなに障害が重くても、必要とする障害福祉サービ

スを利用しながら、障害者本人が希望する地域で安心して暮らせるよう、サ

ービスの提供体制の確保に取り組むとともに、保健・医療・福祉の連携が特

に必要な障害について、障害特性に応じたきめ細かな支援体制の構築を進め

ます。 

 

○ また、子供の成長段階や障害特性に応じた適切な支援が提供されるよう、

障害児支援の提供体制の確保を進めます。 

 

○ 障害者が、障害の特性に応じたきめ細かな支援を受けながら、安心して一

般就労にチャレンジでき、企業も障害者雇用に対する不安を解消し、円滑に

雇用を開始・継続できるよう、就労支援機関による支援を充実するとともに、

福祉施設の受注拡大と工賃向上を図ることなどにより、福祉施設における就

労支援の充実・強化に取り組みます。 

 

ウ 子供・子育て支援 

 【現状と課題】 

○ 核家族化や地域のつながりの希薄化などにより、妊娠・出産・子育てに関

して不安を抱える妊婦や保護者が増えています。サービスや情報提供を充実

するとともに、妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の仕組みが必要となっ

ています。 
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○ 都は、区市町村や事業者の整備費の負担軽減や国有地・民有地の借地料補

助など様々な施策を実施し、保育サービスの拡充を進めてきました。待機児

童解消のため、引き続き積極的に保育サービスを拡充していく必要がありま

す。また、放課後等に地域で子供が安全に過ごすことのできる場の確保に取

り組む必要があります。 

 

○ 子育て家庭や子供自身の抱える課題が多様化し、虐待を受けた子供や、

様々な理由により親と暮らすことのできない子供が増えています。すべての

子供が健やかに育つために、虐待防止・早期発見や自立支援など、児童の状

況に応じた総合的な取組を進める必要があります。 

 

【取組の方向性】 

○ 妊娠・出産に関する正しい知識の普及啓発や、電話やメールでの相談等を

行うとともに、全ての子育て家庭の状況を妊娠期から把握し、継続した支援

を行う区市町村の取組を促進していきます。また、子育てひろばやショート

ステイなどの拡充により、地域の子育て支援機能の充実を図ります。 

 

○ 認可保育所や認証保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事

業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業、定期利用保育事業等、地域の

実情に応じた多様な保育サービスの展開を図ります。  

 

○ 学童クラブについて、区市町村が利用者のニーズを的確に把握し、子供た

ちの放課後の居場所を確保できるよう支援します。 

 

○ 区市町村の子育て支援機関と児童相談所との連携を強化するとともに、児

童相談所の体制の整備等により、児童虐待の未然防止と対応力の強化を図り

ます。 

 

○ 被虐待児童や個別的ケアが必要な子供たちが、それぞれの状況や課題に応

じた養育・ケアを受け、健やかに育ち自立できるよう、社会的養護の充実・

強化に取り組みます。 

 

○ ひとり親家庭が地域で自立した生活ができるよう、相談支援の質の向上や

就業支援の充実、子供の学習支援の推進などに取り組んでいきます。 
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エ 難病患者への支援 

【現状と課題】 

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律が施行され、難病対策は重症の在

宅難病患者に対する支援等を中心とした施策だけではなく、各疾病の特性に

応じ、多様な難病患者の社会参加の機会確保と地域社会における尊厳の保持、

共生のための支援策が求められています。また、難病患者に対する医療費助

成が、法で明確に位置付けられ、助成対象となる指定難病は、平成29年 4

月 1日現在330疾病となっています。 

 

○ 難病は、その希少性により、発症してから確定診断までに長期の時間を要

する場合も多いことから、できる限り早期に正しい診断ができる体制を構築

するとともに、診断後、状態が安定している場合にはより身近な医療機関で

適切な医療を受けることができる体制を構築するなど、医療の充実が必要で

す。 

 

○ これまで都が行ってきた重症の在宅難病患者に対する支援等を中心とし

た施策に加え、難病の種別や重症度、病状の変化等難病の特性に応じ、就労

支援など療養生活全般に係る支援を行うことが求められています。 

 

○ 患者等が安心して生活を継続するためには、様々な支援機関が患者等に関

する情報共有を図り、地域において適切な支援を切れ目なく行うことが求め

られています。あわせて、患者等が地域で尊厳を持って生活することができ

るよう、難病に対する正しい知識や関連するサービス等の周知を図ることが

求められています。 

 

○ 医師をはじめ、地域で患者等を支える多様な人材が必要とされています。

患者等が、そのニーズに応じて、地域で安心して療養生活を送れるよう、患

者を支える専門職の知識や資質の向上を図っていくことが求められていま

す。 

 

【取組の方向性】 

○ 難病診療連携拠点病院と難病医療協力病院を指定するとともに、地域のか

かりつけ医も含めたネットワークを構築し、早期診断から在宅での療養生活

まで切れ目ない医療の提供を図ります。また、引き続き医療費等の助成を着

実に実施します。 

 

○ 多様化する難病患者が地域で質の高い療養生活を送ることができるよう、
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地域の実状に応じた支援体制の整備のため、保健所等が中心となり難病対策

地域協議会の設置などによる関係機関等の連携を進めます。 

 

○ 難病相談・支援センターについて、患者のニーズに沿った、より専門的・

効果的な相談支援が図れるよう、多くの疾病に対応できる体制を目指します。 

 

○ 療養生活を支える様々な職種について、専門職としての資質を向上するた

め、関係機関と連携しながら、難病に関する正しい知識や技術を付与する機

会の充実を図ります。 

 

オ がん患者への支援 

【現状と課題】 

○ がんは、昭和 52 年から都民の死因の第 1 位であり、およそ３人に１人

が、がんで亡くなっていますが（図１）、がんの 75歳未満年齢調整死亡率

は、徐々に減少しています。 

 

○ 国民の２人に１人が、がんに罹
り

患すると推計されており、また、高齢にな

るほど罹
り

患率は増加するため、都では、今後もがん患者の増加が見込まれま

す。 

 

 

図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人口動態統計（平成２８年）」（厚生労働省） 
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平成28年 

113,415人 

主要死因別死亡者数（東京都） 
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○ 都内には、高度ながん医療提供施設として、国が指定するがん診療連携拠

点病院、地域がん診療病院、また、拠点病院と同等の機能を有する病院とし

て都が指定する東京都がん診療連携拠点病院や、がん種ごとに専門的医療を

提供する病院として東京都がん診療連携協力病院を整備しています。 

 

○ 都内は、交通網が発達していること等から、住所地から離れた地域に所在

する拠点病院等で治療する患者も多くいますが、高齢のがん患者は、がん以

外の疾患を抱えている場合も多く、地域において福祉的な支援等を受けなが

ら、安心して治療や緩和ケア、相談支援等を受けられる体制を確保していく

ことが必要です。 

 

【取組の方向性】 

○ がん対策基本法に基づき策定している「東京都がん対策推進計画」に基づ

き、がん対策の推進に取り組んでいきます。 

 

○ 拠点病院等において、専門的ながん医療を提供していくとともに、患者が

安心して地域の医療機関や在宅に移行できるよう、病院間の連携と地域の医

療機関等のがんに関する知識及び技術の質の向上を図っていくとともに、在

宅で療養する患者の病状変化時のバックアップ体制を確保するなど、地域に

おける切れ目のない医療提供体制を構築していきます。 

 

○ また、医療従事者だけでなく、地域の介護従事者等に対しても、がんに関

する基礎的な知識の向上を図っていきます。 

 

○ 拠点病院等は、がん相談支援センターを設置し、がん患者や家族等からの

相談に応じていますが、高齢のがん患者などが、在宅療養支援窓口など、身

近な地域の窓口でも相談が受けられるよう、がん相談支援センターと各種相

談支援窓口との連携を図っていくとともに、窓口に関する情報を、都民等に

周知していきます。 

 

○ さらに、医療技術の進歩等により、がんは早期に発見され適切な治療がな

されれば、治るケースも増えていることや、がんの治療と仕事の両立は可能

であり、そのためには周囲の理解と支援が重要であることなど、あらゆる世

代の都民のがんに関する理解を深める取組を進めていきます。 
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カ 自殺対策 

【現状と課題】 

○ 東京都の自殺死亡者数は、平成 23 年をピークに減少傾向に転じ、平成

28年は 2,045人となっています。性・年齢階級別の死亡者数を見ると、

40歳代後半から 50歳代前半の男性に多くなっています。また、10代か

ら 30 代では死因の第 1 位となっており、全国と比較して、自殺死亡者数

に占める若年層の割合が高いという特徴が見られます。 

 

○ 自殺には、健康不安、経済・生活状況、家庭環境など様々な社会的要因が

複雑に関係しているとされ、個人的な問題としてのみとらえられるべきもの

ではなく、その多くはいわば「追い込まれた末の死」であって、社会的な取

組により未然防止が図られるべきものです。そのため、関係機関が一体とな

って取組を推進していく必要があります。 
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【取組の方向性】 

○ 平成 30 年度に策定する「東京都自殺総合対策計画（仮称）」に基づき、

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して自殺対策を更

に総合的かつ効果的に推進していきます。 

 

○ 自殺は、その多くが防ぐことができるという考えの下、社会全体による自

殺対策の推進と普及啓発を図ります。 

 

○ 自殺の原因となり得る様々なストレス要因の軽減、ストレスへの適切な対

応など心の健康の保持・増進に加えて、いじめや過重労働、ハラスメントの

対策など、学校・職場環境の改善のため、教育機関や企業等との連携強化を

図っていきます。 

 

○ 「自殺総合対策東京会議」（平成 19 年 7 月設置）を基盤として、保健、

医療、福祉、労働、教育、警察などの関係機関の連携により自殺対策の社会

的取組を推進します。 

 

○ 地域の自殺対策の事例を収集し、先駆的な取組等を区市町村に情報提供す

るなど、全都的な自殺対策の推進を図ります。 
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キ ひきこもりの若者等への支援 

【現状と課題】 

○ 平成19年度に都が実施した調査によると、都内でひきこもりの状態にあ

る若者（15～34歳）は、約２万５千人いると推計されています。 

 

○ ひきこもりは、特定の「疾病」や「障害」を指すものではなく、様々な要

因が背景になって生じる「状態」です。具体的な要因としては、人間関係の

不信、不登校等のほか、発達障害などが見られることもあり、家庭内で抱え

込まれて潜在化し、外部の相談・支援に結び付きにくい傾向があります。 

 

○ このため、適切な支援につながるように、ひきこもり等の若者やその家族

向けの相談窓口を運営するとともに、地域でひきこもり等の若者を支援する

体制の充実を図ることが重要です。 

   

   

  

 
（ひきこもりに関する講演会・合同相談会） 

（家族向けパンフレット） 

「ひきこもりでお困りのご家族のために」 
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【取組の方向性】 

○ ひきこもり等の若者が意欲を持って自らの能力を発揮できるよう、ひきこ

もり等の若者の自立と社会参加に向け、各人の状況に応じた支援に取り組み

ます。 

 

○ 本人やその家族等の相談に応じる「東京都ひきこもりサポートネット」や

各地域の保健所における精神保健福祉相談等、それぞれの相談窓口や関係機

関が相互に連携を図り、支援を行います。 

 

○ ＮＰＯ法人等の民間支援団体と連携するなど、住民に身近な地域において、

ひきこもり等の若者に寄り添った支援が展開されるよう、区市町村の取組を

後押しします。 

 

○ ひきこもり等の若者やその家族が、相談支援機関や身近な地域のサービス

の情報を把握し、利用できるように、相談窓口や支援団体の広報を実施して

いきます。また、ひきこもり等の問題を抱える家族を対象とした講演会や、

民生委員・児童委員等を対象とした講習会を開催するなど、情報提供と普及

啓発を行います。 
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（４）権利擁護の推進 

ア 権利擁護に関する総合的な取組 

【現状と課題】 

○ 都は、国庫補助を活用して、認知症や知的障害、精神障害等により判断能

力が十分でない方に対し、福祉サービスの利用援助を行い、適切な利用を促

すとともに、これに付随する日常金銭管理サービスや書類預かりサービスを

提供することで、自立した地域生活を支援しています。 

 

○ これらの対象者に加え、都独自に、判断能力はあるが要介護等で支援が必

要な高齢者と身体障害者に対象を拡大して支援を行っています。 

 

○ こうした援助と併せて、福祉サービスの円滑な利用を目的とした一元的な

利用相談窓口や、サービスの適切な利用と権利侵害の未然防止・解決を図る

ための苦情対応機関を住民に身近な区市町村に設置することで、福祉サービ

スの利用支援体制の構築を図っています。 

 

○ 判断能力が更に低下した場合には、成年後見制度の利用が不可欠となるた

め、この相談窓口では、成年後見制度の利用相談も行い、制度の利用につな

げています。 

 

○ さらに、後見人等のサポートや地域資源との連携を図る成年後見制度推進

機関（以下「推進機関」という。）を住民に身近な区市町村に設置するよう、

支援を行い、現在、都内の全ての区市で設置が進んでいます。 

 

 
資料：東京都福祉保健局生活福祉部作成 
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【取組の方向性】 

○ 区市町村が行う、福祉サービスの利用援助、福祉サービスの利用に際して

の苦情対応、成年後見制度の利用相談、判断能力が十分とは言えない人の権

利擁護相談などの福祉サービスの利用者等に対する支援を総合的・一体的に

実施するための体制整備を支援します。 

 

イ 成年後見制度の利用促進 

【現状と課題】 

○ 平成１２年に始まった成年後見制度は、認知症や、知的障害、精神障害等

により判断能力が十分でない人の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・

取消権が付与された成年後見人等が行う仕組みであり、高齢者等の消費者被

害や虐待等の防止にも効果のある制度です。 

 

○ 都内における成年後見制度の申立実績は、制度開始当初から増加し続けて

きましたが、ここ数年は、毎年約５千件程度で推移しています。 

 

＜成年後見制度の申立実績の推移＞ 

 

 

 

○ 申立実績の推移は、全国でも同様であり、成年後見制度の更なる利用促進

を図るため、平成２８年５月、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平

成二十八年法律第二十九号）が施行され、平成２９年３月には、成年後見制

度利用促進基本計画（以下「基本計画」という。）が閣議決定されました。 

 

○ 基本計画では、区市町村の役割として、中核機関の設置、地域連携ネット

ワークの段階的整備が示されており、成年後見制度の利用促進に関する基本

的な計画（以下「市町村計画」という。）の策定が努力義務化されました。 
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○ 中核機関は、広報機能、相談機能、担い手の育成等を含む成年後見制度利

用促進機能、後見人支援機能等が主な役割とされています。 

 

○ 都内では、区市が設置している推進機関が、成年後見制度の利用相談、申

立支援や後見人のサポート、地域ネットワークの活用、社会貢献型後見人（市

民後見人）の養成等を実施しており、中核機関に求められる基本的な役割を

既に担っています。 

 

○ 今後、成年後見制度の更なる利用促進を図るためには、推進機関を中心と

した地域連携のネットワークを強化することが重要であり、区市町村などの

行政機関や専門機関、地域包括支援センター、民生委員・児童委員、自治会・

町内会、地域住民が連携して支援が必要な対象者を把握し、関係機関や専門

職につなげる仕組みを構築する必要があります。 

 

○ 市町村計画は、地域連携ネットワークや中核機関に期待される機能の段階

的・計画的整備を目的として策定することとされており、行政と地域の専門

機関、関係機関、住民等が、計画策定に向けて議論を行うことで課題等を共

有し、連携を深めることが重要です。その際、地域住民や関係機関の参画を

得て策定する地域福祉計画を活用し、計画策定又は改定時に併記することも

考えられます。 

 

○ 基本計画における都道府県の役割は、広域的見地からの区市町村への支援

等とされており、具体的には、区市町村が地域連携ネットワークを設置する

ために必要な、家庭裁判所や弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等の専門

機関との連携面での支援が期待されています。 

 

○ 都は、家庭裁判所や専門職、関係機関、推進機関等の連携を図るため、意

見交換等を行う合同会議等を開催しています。地域連携ネットワークを強化

するためには、こうした様々な団体等との更なる連携が重要です。 
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【東京都における成年後見制度の支援体制】 

 
 

【取組の方向性】 

○ 都民の誰もが身近な区市町村で成年後見制度の利用相談等が受けられる

よう、推進機関を未設置の町村に対して設置を働きかけていきます。 

 

○ 家庭裁判所や専門職、関係機関との協議の場を設けて共通課題への対応力

を強化するとともに、推進機関相互の情報交換、推進機関と地域の関係団体

との連携を強化することで、区市町村における地域連携ネットワークの強化

を支援します。 

 

○ 専門家を活用した区市町村担当職員への研修や、推進機関に求められる個

別課題や困難事例に関する相談支援体制を整備し、推進機関の一層の機能強

化を図ります。 

 

ウ 社会貢献型後見人（市民後見人）の養成・活用 

【現状と課題】 

○ 成年後見制度の利用促進を図るには、住民に身近な地域での相談体制の整

備とともに、後見活動の担い手の確保が重要です。 

 

○ 都は、平成１７年度、全国で初めて、後見業務に意欲を持つ方を対象とし

て後見人の養成を開始しました。都では、社会貢献的な精神で業務を行う後

見人として、「社会貢献型後見人」と称しています。 

 

○ 身近に頼りになる親族がおらず経済的余裕もない場合や、地域住民による



７１ 

 

きめ細かな見守り等の支援が必要な場合、地域の権利擁護の担い手として活

動する社会貢献型後見人が果たす役割は重要であり、地域において住民同士

の支え合い活動を進めていくためには、こうした意欲を持った人材の確保が

不可欠です。 

 

○ 平成２６年度からは、地域のニーズに対応した成年後見制度の活用を総合

的に進めるため、申立ての支援、後見人等のサポート、社会貢献型後見人の

養成の取組を区市町村が一体的に実施することとしました。社会貢献型後見

人の養成についても、候補者の選考、基礎講習の実施及び後見人選任後の支

援までを一貫して区市町村が実施し、都は区市町村の取組を支援しています。 

 

○ これまで、都と区市町村において、候補者の養成に取り組んできましたが、

今後は、区市町村、推進機関、家庭裁判所等が連携して、候補者の積極的な

選任を進めるとともに、選任後の後見人への支援を適切に行っていく必要が

あります。 

 

【取組の方向性】 

○ 独居高齢者や認知症高齢者等の増加を見据え、後見人の担い手を確保する

ため、社会貢献型後見人の養成に取り組む区市町村を支援します。 

 

○ 社会貢献型後見人の選任が進むよう、後見人や監督人の選任を行う家庭裁

判所と監督人として後見人をサポートする推進機関等とが課題を協議する

場を設けるなど、連携の強化を支援します。 

 

７０－２ 
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世田谷区権利擁護センター 

事例 

≪今後掲載予定≫ 
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（５）災害時要配慮者対策の推進 

【現状と課題】 

○ 平成 25 年 6 月の災害対策基本法改正により、要配慮者の安全を確保す

るため、避難行動要支援者名簿の作成等が区市町村長に義務付けられるなど、

避難支援等の強化が図られ、各区市町村において取組が進められているとこ

ろです。 

 

○ 区市町村においては、避難支援プランの作成や社会福祉施設等を活用した

二次避難所（福祉避難所）の指定をはじめ、日頃の備え、発災後の応急対策、

生活の再建といった各段階に応じた対策を準備し、要配慮者支援体制を強化

することが求められています。 

 

○ 一方、都においては、各区市町村が行う上記の要配慮者対策の体制整備に

対する支援を進める必要があります。 

 

○ 加えて、社会福祉施設等が、高齢者や障害者、子供など自力での避難が難

しい方が多く利用する施設であるとともに、その一部は地震発生時に被災者

の受入機能を果たすことから、利用者の安心・安全を確保するため、施設の

耐震化をさらに進める必要があります。 

 

○ 職員が交代で勤務し、24時間体制でサービスを提供する社会福祉施設は、

災害時には、在宅の要介護高齢者や障害者等を受け入れる拠点となりますが、

災害時に支援に当たる人員の確保が課題となっています。 

 

【取組の方向性】 

○ 区市町村が実施する、要配慮者に関する情報の共有化、関係機関との連携、

避難行動要支援者一人ひとりの避難支援プラン策定などの避難支援体制の

整備や、避難所、二次避難所、在宅における要配慮者の生活を支援する体制

の整備を支援します。 

 

○ 要配慮者対策の一体的な向上を図るため、区市町村の福祉保健・防災担当

者向け研修会を開催し、対策が進んでいる区市町村の事例を紹介します。 

 

○ また、関係機関（東京都、東京都社会福祉協議会、東京都社会福祉協議会

施設部会、各職能団体、区市町村社会福祉協議会、区市町村）が顔の見える

関係を築き、災害時に連携して被災状況を把握し、福祉施設や二次避難所に

対する支援を円滑かつ機動的に実施するため構築された「東京都災害福祉広
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域支援ネットワーク」の取組を推進し、要配慮者の支援体制の充実を図りま

す。 

 

○ 都内の民間社会福祉施設等の耐震化を促進し、利用者等の安全・安心を確

保するため、耐震診断及び耐震改修補助を行います。 

 

○ 福祉避難所の指定を受けた施設等の運営事業者が、施設周辺で職員宿舎を

借り上げる場合に、経費の一部を補助することで、福祉避難所の災害時の運

営体制の強化を図るとともに、住宅費負担の軽減等による働きやすい職場環

境を確保します。 

 

○ 要配慮者に対する処遇に専門性を有する特別養護老人ホームが、災害時に 

おける要配慮者の受け入れを可能とする設備を備えた防災拠点型地域交流 

スペースを整備することを支援します。 
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第４節 テーマ③ 地域福祉を支えるために 

（１）地域の多様な人材の参画と連携 

  ア ボランティア活動の支援 

【現状と課題】 

○ 人口減少社会の本格的な到来や首都直下地震への対策など様々な社会課

題の解決に当たっては、都民がお互いに支え合う取組の必要性が増しており、

ボランティアやＮＰＯが行う社会貢献活動の役割が重要になります。また、

東京2020大会においても多くのボランティアの参加が欠かせません。 

 

○  都は、有識者や企業、大学、NPO、町会、行政等からなる検討会の提言

を踏まえて、平成 28 年 2 月に「共助社会づくりを進めるための東京都指

針」を策定し、ボランティア活動の推進に取り組んでいます。 

 

○  ボランティア活動推進のＰＲ事業「＃ちょいボラ」、「東京都共助社会づ

くりを進めるための社会貢献大賞」、「都民等のボランティア活動等の実態調

査」など指針に基づく様々な事業を実施しています。 

 

○ ボランティア・ＮＰＯ・企業等と行政との協働を推進していくため、東京

都社会福祉協議会が運営する東京ボランティア・市民活動センターへの支援

を行っています。 

 

○ 災害時におけるボランティアやＮＰＯなどの活動を側面的に支援するた

め、区市町村災害時ボランティア担当者会議等関係機関との連携や体制の整

備を進めています。 

 

○ 東京2020大会に向けて多くの都民参加が不可欠ですが、「都民等のボラ

ンティア活動等に関する実態調査」（平成 28年 10月実施）の結果では、

ボランティア行動者率（過去１年間にボランティア活動に参加した10歳以

上の都民の割合）は22.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

社会貢献大賞の表彰式 
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【取組の方向性】 

○ 時間がない人でも参加できる「♯ちょいボラ」（短時間で気軽に行うこと

ができるボランティア活動）のメニューを開拓するとともに、ウェブサイト

やＳＮＳなどを通じて情報発信を行います。 

 

○ スポーツ団体等と連携した体験型ボランティアイベントの実施等により、

ボランティアムーブメントを拡大します。 

 

○ 身近な所属等を通じて活動への参加を促すため、企業や大学向けのボラン

ティア事例集の作成等により、企業の社員ボランティアや大学ボランティア

センターの設置促進を図ります。 

 

○ 東京ボランティア・市民活動センターとの連携によるボランティア参加者

と活動団体のマッチングの実施や、企業等のCSR部門との協働・連携を促

進します。 

 

○ 発災時に円滑なボランティアの受入れを可能とするため、災害ボランティ

アコーディネーターの育成や訓練などを実施します。 

 

 「＃ちょいボラ」イベントの写真 

  

イ 元気高齢者の地域活動の推進 

【現状と課題】 

○ 高齢化の進行に伴い、元気高齢者の健康づくりや社会貢献など、生きがい

の創出が大変重要となっています。高齢者が地域で安心して暮らし続けるた

めには、支援を受ける側となるばかりでなく、地域とのつながりを持ちつつ、

時には「地域社会を支える担い手」となり、住民相互に支え合うことも重要

です。 

 

○ 高齢者のうち、要介護（要支援）認定を受けている人の割合は 2 割を下

回っており、高齢者の多くは元気です。 
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○ 都内の約60万人の「団塊の世代」は、現在65歳以上となっており、生

活の中心が会社から地域社会へと移っている人も多いと推測されます。 

 

○ このような「団塊の世代」をはじめ、多くの高齢者が「地域社会を支える

担い手」として、支援を必要とする高齢者のサポートや一人暮らし高齢者の

見守りなどに積極的に関わるとともに、地域において高齢者が相互に助け合

い、支え合う活動を充実させていくことが期待されます。 

 

○ また、今後の介護ニーズの増加に対応するためには、福祉職場における元

気高齢者の多様な働き方への支援も必要です。 

 

【取組の方向性】 

○ 多様なニーズを持つ高齢者の生きがいづくりや自己実現に役立つよう、ボ

ランティア等の社会活動、地域活動などへの参加を促進し、地域社会で活躍

できる機会を提供する区市町村の取組を支援します。 

 

○ 高齢者の健康増進や仲間づくり活動を支え、世代を超えた交流を促進する

ため、文化・スポーツ活動、老人クラブ活動等を支援します。 

 

○ 元気高齢者の福祉施設等でのボランティアや就労を促進する取組を行っ

ている区市町村を支援します。 

 

ウ 地域における見守りの推進 

【現状と課題】 

○ 高齢化と核家族化の進展により、一人暮らしの高齢者が増加しています。

高齢者が地域社会から孤立したまま亡くなる、いわゆる「孤立死」問題の背

景には、近隣住民や行政等との接触が希薄な、一人暮らし高齢者の存在があ

ります。 

 

○ また、孤立とまでは言えませんが、地域社会の中で、自分の居場所や立ち

寄れる場所がないため、閉じこもりがちになる高齢者もいます。 

 

○ 単身世帯（一人暮らし）高齢者に心配ごとや悩みごとがあるかどうかを複

数回答で尋ねたところ、「自分の健康・病気」という回答が 54.8％と最も

多くなっています。また、「相談したり、頼れる人がいなくて、一人きりで

ある。」という回答が6.6％と、他の世帯に比べて高い割合になっています 。 
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○ かつて地域社会には、住民同士の助け合いが多く見られましたが、都市化

の進展により、こうした地域における「互助」の機能が低下してきています。 

 

○ 分譲マンションなどの共同住宅では、築年数が古い住宅を中心に、居住者

の高齢化が進んでいます。居住者の状況を把握できないと、支援を必要とし

ていても適切なサービスにつながらない可能性があり、見守り機能の強化が

必要となっています。 

 

○ 特に、都内には、昭和40年代以前に入居の始まった多摩ニュータウンな

どの大規模集合住宅団地が多数存在しますが、これらの団地の多くで、入居

者の高齢化が進み、商店街には空き店舗が増加するなど、コミュニティの弱

体化が危惧されています。 

 

○ 町会・自治会など、近隣の住民同士が協力し合い、民生委員・児童委員、

地域包括支援センター等の取組との連携を図りつつ、地域から孤立しがちな

高齢者に対する見守りや支援につなげるなど、地域における支え合いの仕組

みづくりが必要です。 

   

【取組の方向性】 

○ 地域における「互助」の機能を高め、地域住民が主体となって一人暮らし

の高齢者等を見守り、支え合う仕組みづくりを進めます。 

 

○ 地域の住民ボランティアを育成し、関係機関等からなる支援ネットワーク、

高齢者の見守り等に活用する区市町村の取組を支援します。 

 

○ 日常的に高齢者等と接する機会が多く、都内で広域的に活動する民間事業

者等と連携して、高齢者等の見守りや認知症の方を支える地域づくり等を推

進します。 

 

○ 一人暮らし高齢者等の生活実態を把握して、地域住民等と連携した見守り

や在宅高齢者等の相談に対応する窓口を設置する区市町村を支援し、高齢者

の在宅生活の安心を確保します。 
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エ 地域における安全・安心の確保 

【現状と課題】 

○ 都内の防犯ボランティア団体数は、平成 15年（153団体）以降、急激   

に増加し、平成28年は 3,913団体となっています。 

 

○ 警察や行政の取組に加え、地域において活動が展開された結果、平成 28

年の都内の刑法犯認知件数は、14年連続で減少し、戦後最少を記録しまし

た。 

 

○ 一方で、防犯ボランティア団体数は頭打ちの状態にあり、構成員の高齢化

も進んでいます。 

 

○ このため、地域における見守り活動の推進に向け、人材を確保・育成する

とともに、活動を活性化していくことが重要となっています。 
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【取組の方向性】 

○ 地域の防犯活動の担い手としての幅広い防犯知識、活動手法を付与し、防

犯ボランティアリーダーを育てる講師を養成する「防犯ボランティアリーダ

ーのフォローアップ講座」を実施します。 

 

○ 防犯ネットワークの拡大や活動の活性化を図るため、活動紹介やワークシ

ョップ等を行う「防犯ボランティアのつどい」を開催し、団体間の交流を促

進します。 

 

○ 防犯ボランティア団体の概要や活動事例を掲載したポータルサイト「大東

京防犯ネットワーク」を運営し、防犯情報等の発信を通じた活動支援を行い

ます。 

 

○ 「子供見守り活動事例集」の作成・配布により、防犯ボランティア団体や

地域住民に活動事例を紹介し、活動の活性化や担い手づくりを促進します。 

 

○ 防犯団体等を顕彰し、活動の継続・活性化を図ります。 

 

○ 地域の見守りの目を増やすため、地域に密着した事業者が、日常業務をし

ながら子供や高齢者等を見守る「ながら見守り連携事業」を推進します。 
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○ 防犯カメラの設置を契機に地域での見守り活動が活発に展開されるよう、

町会や自治会、商店街等に対し、見守り活動の実施を要件として、設置費用

等を補助します。 

 

オ 町会・自治会活動の活性化支援 

【現状と課題】 

○ 町会・自治会は、地域コミュニティや防災・防犯など、地域を支える重要

な役割を担っています。 

 

○ 都は、町会・自治会が地域の課題を解決するための取組に対して支援をし

てきました。 

 

○ 一方で、高齢化や活動の担い手不足などにより、地域の課題に十分に対応

できない町会・自治会も多くあり、その体制や取組を更に充実・強化してい

く必要があります。 

 

町会・自治会の防災訓練の様子 

 

【取組の方向性】 

○ 防災や防犯など町会・自治会が地域の課題を解決するための取組や、加入

促進、担い手育成等に対して支援します。 

 

○ 町会・自治会が効果的な活動を行うため、地域の企業・NPOなど他の団

体と連携して取り組む事業を推進します。 

 

○ 専用ポータルサイトを開設し、斬新な取組事例や支援関連情報の発信を強  

化します。 

 

○ プロボノ（企業の社員等が業務の中で培った経験・スキルを使って行うボ

ランティア活動）の派遣によるウェブサイト、ＳＮＳなど効果的な広報や事

業立案を支援します。 
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    助成対象事業数 

2016年度 ５３１件 

2015年度 ４５５件 

2014年度 ４７７件 

2013年度 ４０８件 

2012年度 ４１６件 

「地域の底力発展事業助成」実績 
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（２）民生委員・児童委員の活動への支援 

【現状と課題】 

○ 民生委員・児童委員は、住民の身近な相談相手として、日常的な見守りや

相談・支援、関係機関への橋渡しなど、地域福祉の推進のために様々な活動

を行う無報酬のボランティアであり、都内では 10,080人（平成２９年４

月現在）が、委嘱されています。 

 

○ 近年、東京では、少子高齢化の急速な進展による単身世帯の増加、核家族

化の進行などにより、人と人とのつながりが一層希薄になり、社会から孤立

する人々が生じやすくなっています。経済的困窮や引きこもり、認知症など、

複合的な課題を抱えた方が増加しており、こうした課題を丸ごと受け止め、

住民に寄り添いながら適切な支援につなげる民生委員・児童委員に求められ

る役割がますます大きくなっています。 

 

○ 一方で、住民が抱える地域生活課題の複雑化・多様化に伴う活動の困難性

や活動量の増加により、民生委員・児童委員が抱える負担感が増大しており、

担い手不足が課題となっています。 

 

○ また、民生委員・児童委員に対して行政や関係機関等から様々な業務が依

頼されていますが、中にはその職務を超えるものも散見されます。 

 

○ こうした複雑化・多様化する地域生活課題を民生委員・児童委員だけで受

け止めることは困難であり、区市町村などの行政機関や専門機関、社会福祉

協議会、地域包括支援センター、自治会・町内会、地域住民による自主活動

などとの適切な役割分担により、連携して課題に対応していくことが重要で

す。 

 

        

（民生委員・児童委員の活動の様子） 
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（都内における年度毎の総活動日数の推移） 

1,400,000

1,500,000

1,600,000

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

 

【取組の方向性】 

○ 地域生活課題の深刻化等による活動の多様化や活動量の増加に対応する

ため、幅広い知識や傾聴等の相談技量の習得、活動意欲の向上を目的として、

経験や役職等に応じた効果的な研修を実施します。 

 

○ 民生委員・児童委員の地域における活動環境を整備するためには、地域住

民、行政や関係機関の職員からの理解と信頼が不可欠であることから、民生

委員・児童委員の役割と活動内容等を積極的に広報し、普及啓発活動に取り

組みます。 

 

○ 民生・児童委員協力員制度を活用して、見守りや小地域福祉活動などへの

協力、民生委員・児童委員ＯＢによる助言、民生委員・児童委員候補者の養

成を行うなど、民生委員・児童委員の活動を支援します。 

 

○ 今後、地域によって取組が進められていく住民同士の支え合いによる日常

生活支援体制の整備や住民参加による地域づくりの進展なども見据え、地域

の実情を踏まえながら民生委員・児童委員の活動範囲について整理・検証し、

民生委員・児童委員が地域福祉における住民のリーダーとして、力を効果的

に発揮できる環境を整備していきます。 
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（３）福祉人材の確保・育成・定着 

 ア 福祉人材の確保・育成・定着に向けた総合的な対策 

【現状と課題】 

○ 高齢化への対応や更なる待機児童対策・障害者施策の推進など、介護、保

育、障害福祉分野などの福祉サービスへのニーズに対応していくためには、

それを担う人材を安定的に確保する必要があります。 

 

○ しかしながら、福祉人材の有効求人倍率、離職率は全産業平均と比較して

高く、慢性的な人手不足となっています。 

東京都の平成28年度の有効求人倍率は、介護関係職種が5.86倍、保育

士が4.86倍と、都内全職業1.74倍と比べ、非常に高くなっています。平

成 29年10月時点では、介護関係職種 6.55倍、保育士5.99倍と、人材

の確保は更に厳しさを増しています。また、都内介護サービス事業所におけ

る離職率は低下傾向が見られるものの、平成28年度で14.9％と、全産業

の 13.4％に比べ高い状況にあります。 

 

○ 福祉人材の確保・定着を図るためには、福祉の仕事の魅力・やりがいを正

しく理解してもらうとともに、早期離職の防止や、離職して働いていない有

資格者への支援など、福祉人材の確保・定着を図ることが重要です。 

 

○ また、専門職の業務負担を軽減できるよう、職場内の業務の切り分けを行

い、補助的な業務を担う人材を確保する取組や、業務の効率化に向けた取組

を推進する必要があります。 
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【取組の方向性】 

○ 福祉事業者、職能団体、養成施設、就労支援機関、区市町村等行政機関な

どが参画する東京都福祉人材対策推進機構（平成 28 年 6 月設立）におい

て、東京都福祉人材センターと連携し、多様な人材が希望する働き方で福祉

職場に就業できるよう、人材の掘り起こしから育成、定着までを総合的に支

援します。 

 

○ 東京都福祉人材センターにおいて、福祉分野への就職に関する相談をはじ

め、仕事の紹介・あっせん、情報提供を行うとともに、合同就職説明会等を

実施します。 

 

〇 福祉のマイナスイメージを払拭し、その魅力を発信する普及啓発の取組を
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推進することで、若年層を中心とした都民の抱く福祉の仕事に対するイメー

ジの転換を図り、将来の福祉人材確保につなげます。 

 

〇 人材育成、キャリアパス、負担軽減等、働きやすさの指標となる項目を明

示した「働きやすい福祉の職場ガイドライン」を踏まえた職場づくりに取り

組み、「働きやすい福祉の職場宣言」を行う事業所の情報を公表することで、

働きやすい事業所の「見える化」を促進し、福祉人材の確保を推進するとと

もに、福祉業界全体の職場環境の向上を図ります。 

 

○ 福祉職場に関心のある方々と事業者や区市町村、関係団体とをつなぐ東京

都福祉人材情報バンクシステム（Web サイト）の運用を開始し、福祉事業

者の職員募集や職場環境等に関する情報、都・区市町村の資格取得等に関する

支援策や研修・イベント等の情報を発信します。 

 

○ 介護福祉士や訪問介護員（ホームヘルパー）の有資格者を対象として、民

間就職支援会社のキャリアカウンセラーによる相談カウンセリングや、就職

支援セミナーを実施し、介護人材の再就職支援を強化します。また、仕事の

悩みや不安などの相談を横断的に受け付ける相談窓口を設置し、福祉事業従

事者の離職を防止します。 

 

○ 福祉施設での清掃、配膳、話し相手、見守りなど補助的な業務を学ぶ研修

を実施し、就業していない女性や高齢者等の多様な働き方を支援します。 

 

○ 福祉職場の業務の効率化等を進めるため、ＩＣＴ活用を促進します。 
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＜取組に至った経緯・背景＞ 

○ 大正大学と豊島区の間で、地域の発展と人材の育成に寄与する取組（としま共

創事業）に関する協定を締結しており、その一環として、平成２６年度より豊島

区内にある区民ひろば※を中心に、サービスラーニングを実施することとなりま

した。 

○ 学生と地域のコーディネートは、区民ひろばに配置されている社会福祉協議会

のコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）が担っています。 

※ 区民ひろば…赤ちゃんからお年寄りまで、誰でも利用できる地域コミュニティの拠点。

小学校区ごとに設置している。 

＜取組の内容＞ 

○ 大正大学社会福祉学科の学生（1 学年約１００名）が、大学での事前学習で地

域資源やコミュニティソーシャルワークについて学んだ上で、ＣＳＷが配置され

ている区内４か所の区民ひろばを拠点として、区民ひろばや地域で行われている

プログラムを体験し、協力します。サービスラーニング終了後には、学生が地域

から得た学びや地域活動に対する考察、提案などを、地域にフィードバックする

報告会を各地域で行っています。 

○ ＣＳＷは、大学の担当教員と協議を行い、プログラムの組立てや区民ひろば運

営協議会、町会、民生委員等との調整など、学生のプログラム参加のコーディネ

ート役を担っています。 

【体験・協力しているプログラムの例】 

・区民ひろばのおまつりや事業、イベント 

・民生・児童委員等が実施しているサロン 

・地域住民の案内によるまち歩き（社会資源調査） 

＜学生・地域にとってのメリットや実感している効果＞ 

○ 学生は、地域の現状やソーシャルワーク実践の意義を理解し、地域の一員とし

て活動に参加することで、基礎的な実践力を身に付けられます。 

○ 地域では、若年層の地域参加が課題となる中で、学生が活動に参加・協力する

ことで、活気や変化が生まれるなど、良い刺激となっています。 

○ 毎年学生は変わるものの、サービスラーニングを大学の必修科目として位置付

け、社協 CSW が地域とのコーディネートをすることで、学生と地域の関係を継

続することができています。 

○ サービスラーニングをきっかけとして、地域活動に興味を持ち、継続的に参加

する学生もいます。 

事例 サービスラーニングの取組 

 大正大学＋豊島区＋豊島区民社会福祉協議会（豊島区） 
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イ 各分野における人材対策の推進 

・ 介護人材（高齢者福祉） 

【現状と課題】 

○ 東京都における介護関連職種の有効求人倍率は全職業を大きく上回っ

ており、人手不足が深刻化している中、人材確保に当たっては、学生、主

婦、就業者や高年齢者など、様々な世代をターゲットとして対策を講じる

ことが必要です。 

 

○ 介護職員の離職原因は、必ずしも賃金・休暇等の待遇だけでなく、職場

において十分な人材育成や労働環境の改善がなされないことによる不

安・不満も大きく影響しているため、魅力ある職場づくりに向けた事業者

の意識改革も必要になります。 

 

○ 今後は、介護ニーズが複雑化・多様化・高度化していくことが見込まれ

ており、これらのニーズに対応していくためには、介護職員が初任者研修、

実務者研修を受講し、介護福祉士資格の取得に取り組んでいくほか、専門

的な知識・技能を高めていくことが必要です。 

  

【取組の方向性】 

○ 介護業務への就労を希望する人に対する職場体験や、介護施設等で働き

ながらの介護資格取得の支援など、多様な人材が福祉分野で働くことがで

きるよう、支援します。 

 

○ 企業を退職する前から介護の仕事の魅力を知り、技術を修得することが

できるよう、研修を実施し、退職後の介護業務への就業等を促進します。 

 

○ 福祉避難所の指定を受けた施設等の運営事業者が、施設周辺で職員宿舎

を借り上げる場合に、経費の一部を補助することで、福祉避難所の災害時

の運営体制の強化を図るとともに、住宅費負担の軽減等による働きやすい

職場環境を確保します。 

 

○ 介護事業所に就労した新卒者等が計画的に資格取得に取り組めるよう、

事業所の育成環境を整備します。 

 

○ 施設や在宅サービスに従事する介護職員が、働きながら介護福祉士・社

会福祉士等の国家資格の取得に取り組むことを支援し、職員の定着・育成

及び介護サービスの質の向上に努めます。 
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・ 子供・子育て支援人材 

【現状と課題】 

○ 利用者ニーズに応じた適切な子供・子育て支援サービスを提供するため

には、保育人材、放課後児童支援員、子育て支援員等の人材の確保、資質

の向上を図る必要があります。 

 

○ 虐待対応や関係機関調整等を行える人材のほか、区市町村で実施してい

る子育て支援策を実施する人材を確保・育成する必要があります。 

 

○ 都はこれまでも、児童福祉司や児童心理司など職員を着実に増やしてい

ますが、虐待相談件数が年々増えており、引き続き、体制の強化や職員の

育成が求められています。 

 

○ 社会的養護を必要とする子供の多様なニーズに応え、適切に支援するた

めには、施設等における養育の質と専門性のさらなる向上が必要です。 

 

○ ひとり親家庭が抱える課題は、就労から生活や子育て等多岐にわたって

おり、相談内容を踏まえ、必要な支援につなげることが求められます。 

  

【取組の方向性】 

○ 広域自治体として、都内全域の子供・子育て支援の質の向上に向け、人

材の確保、資質の向上を図る区市町村や事業者を支援します。 

 

○ 保育人材等の確保・育成・定着を図るため、就職相談会、職場体験、保

育人材コーディネーターによる就職から就職後のフォロー、宿舎借り上げ

支援、キャリアアップ補助、研修等を実施します。 

 

○ 虐待対応を行うワーカーや虐待対策コーディネーター等の配置を支援

するほか、研修の実施や独自の取組を行う区市町村の事例の紹介などによ

り、確保・育成を図ります。 

 

○ 児童虐待の対応力の更なる向上に向け、児童相談所の一層の体制強化を

図るとともに、児童福祉や児童心理の専門課長、児童福祉司や児童心理司

のOBを配置し、人材育成を行っていきます。 

 

○ 施設職員が知識・技術を計画的に習得できるよう、経験や職責に応じた

課題別研修などが実施できるよう支援します。また、養育家庭等の研修体
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系については、スキルアップにつながるようプログラムを設定します。 

 

○ 広域的な立場から、母子父子自立支援員や地域の関係機関等への研修を

実施し、地域における相談対応力の向上を図ります。 

 

・ 障害福祉サービス人材 

【現状と課題】 

○ 障害者が、身近な地域で将来にわたり、安心して生活していくためには、

障害福祉サービスや相談支援事業が適切に提供される必要があります。こ

のため、サービスを担う人材を安定的に確保するとともに、育成・定着、

質の向上に取り組んでいく必要があります。 

 

○ 現状においては、他業種と比較して有効求人倍率や離職率が高いなど、

人材の確保・定着や計画的な人材育成が難しく、各事業所において質の高

いサービスを安定的に提供することが困難な状況にあります。 

 

○ 在宅や障害者施設等において、医療的ケアや強度行動障害など多様な障

害の特性に応じた適切な支援を提供できる人材等を養成・確保していく必

要があります。 

 

【取組の方向性】 

○ サービス等利用計画、障害児支援利用計画が適切に作成される体制を整

備するとともに、障害者等の意思決定支援に配慮し、多様な障害特性やラ

イフステージに応じた相談支援が提供されるよう、着実に相談支援専門員

の養成研修を実施します。 

 

○ 在宅や障害者施設等において適切にたんの吸引等の医療的ケアを行う

ことができるよう、介護職員等を対象とした研修を実施します。 

 

○ 施設職員等の専門性を強化し、適切な支援を提供できるよう、強度行動

障害に関する研修を実施します。 
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（４）福祉サービスの質の向上 

ア 指導検査等の実施 

【現状と課題】 

○ 指導検査は、福祉・医療サービスを都民が安心して持続的に利用できるよ

う、事業者に対し、法令や通知等に基づき行うもので、定期的又は随時に実

施しています。 

 

○ 介護、障害、保育サービス等の対象者の増大やニーズの多様化などに伴い、

利用の仕組みが行政による措置から利用者自身が選択する契約へと変わる

とともに、福祉サービスを提供する事業主体も、社会福祉法人だけではなく、

在宅サービスを中心にＮＰＯ法人や民間企業など多様な事業者が参入し、増

加しています。こうした中で、都民が安心して福祉サービスを利用できるよ

う、効果的・効率的に事業者に対する指導を行うことが求められています。 

 

○ 都は、区市町村の指導検査体制整備を支援するため、区市町村との合同検

査実施等の技術的支援や財政的支援などを行ってきました。今後も、事業者

による適正なサービス提供を確保し、更なる質の向上を図るためには、区市

町村と連携した指導検査体制の充実・強化に取り組む必要があります。 

 

○ 社会福祉事業の主たる担い手である社会福祉法人に対しては、社会福祉法

に基づき、認可及び指導等を実施しています。 

 

○ 平成25年４月施行の社会福祉法改正により、一つの区市の区域内で事業

を実施する社会福祉法人への指導検査権限等が区市に移譲されました。 

 

○ また、平成28年３月31日に公布された社会福祉法等の一部を改正する 

法律（平成28年法律第 21号）の施行により、経営組織のガバナンスの強

化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公的な取組を

実施する責務を柱とする社会福祉法人制度の改革が行われました。法人には、

制度改革を踏まえ、より適正な運営と地域社会への貢献が求められています。 

 

○ 都は、法人が制度改革に対応できるよう、必要な支援を行ってきました。 

今後も、社会福祉サービスのさらなる質の向上を図り、地域社会への貢献を

徹底するためには、社会福祉法人に対する指導や支援の充実に取り組む必要

があります。 
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【取組の方向性】 

○ 住民やサービス利用者に身近な区市町村と連携しながら、不正事例や広域

的対応が必要な事例などに重点を置いて実地指導を行うとともに、集団指導

等多様な手法を活用することで、多くの事業者を対象として効果的・効率的

に指導検査を行います。また、利用者によるサービス選択を支援するため、

指導検査結果の公表等により、事業者の運営実態の透明化を図ります。 

 

○ 区市町村における事業者への指導検査体制の充実・強化を図るため、今後

とも技術的支援を積極的に行うとともに、実地指導に係る指定市町村事務受

託法人の活用を促すなど、区市町村との連携を推進します。 

 

○ 社会福祉法人制度の改革を踏まえ、法人の適正かつ安定的な運営により、

福祉サービスが持続的・安定的に提供できるよう、かつ、地域社会への貢献

という責務を果たせるよう、所轄庁である区市等との連携により、法人に対

する指導や支援の充実を図ります。 

 

イ 福祉サービス第三者評価制度の推進 

【現状と課題】 

○ 福祉サービス第三者評価制度は、、サービスの質の向上に向けた事業者の

自主的な取組を促進するとともに、利用者のサービス選択のための情報を提

供することを目的としています。 

 

○ 都における福祉サービス第三者評価制度は、専門的な知識を持つ中立的な

第三者である評価機関と事業者との契約により、利用者のサービスに対する

意向を把握する「利用者調査」と、サービスの内容や質、事業者のマネジメ

ント力等を評価する「事業評価」とを合わせて実施し、その結果を「とうき

ょう福祉ナビゲーション」において公表する仕組みで、公益財団法人東京都

福祉保健財団と連携し、平成15年度に開始しています。 

 

○ 平成21年度から、在宅サービス事業者の事業実態に合わせ、組織マネジ

メントなどを評価する項目を省略した「利用者調査とサービス項目を中心と

した評価」を導入するなどして、第三者評価制度の普及・定着、事業者の受

審促進、評価結果の活用促進に努めています。 

 

○ 新規指定事業者研修会、集団指導、関係団体、区市町村との連携による事

業者連絡会等、様々な機会を活用して、受審の働きかけや制度の普及啓発を

行っていますが、在宅サービス事業者の受審は低調であり、更なる受審促進、
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評価結果の活用促進に向けた取組が必要です。  

 

【取組の方向性】 

○ 区市町村や関係団体等と連携しながら、制度の普及・定着や在宅サービス

事業者の受審促進を積極的に進めるとともに、事業者、利用者の双方がより

分かりやすく有効に活用できる制度にするため、評価の仕組みや評価結果の

公表方法について改善を行います。 

 

○ 法制度改正等への対応や事業者の実態を踏まえた評価項目の策定・改定を

行います。 

 

○ 在宅サービス事業者向け説明会や区市町村のイベントなどを活用し、事業

者への受審の働きかけを行うとともに、評価に関する情報を利用者に分かり

やすく提供します。 

 

＜都における福祉サービス第三者評価の仕組み＞ 
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＜評価結果の公表を行う「とうきょう福祉ナビゲーション」の画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/hyoka/hyokatop.htm 
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第４章 

 

計画的な地域福祉の推進 
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第１節 区市町村地域福祉支援計画の策定・改定に向けた支援 

【現状と課題】 
○ 社会福祉法の改正により、平成３０年４月から、区市町村地域福祉支援計

画の策定が努力義務となっており、都内においては、平成２９年４月時点で、

５２区市町村が地域福祉支援計画を策定済みです。 

 

○ また、改正社会福祉法では、区市町村は、地域生活課題の解決に資する包

括的な支援体制を整備するよう努め、区市町村地域福祉計画に記載すること

で、計画的な体制整備を図ることとされました。 

 

○ 都内の多くの区市町村が、今後、地域福祉計画の新規策定や改定を予定し

ており、その際には、包括的な支援体制の整備や生活困窮者自立支援制度を

計画に位置付けるなど、計画的な地域福祉の推進のための新たな対応が求め

られています。 

 

【取組の方向性】 

○ 都内の区市町村による、地域福祉計画に基づく計画的な地域福祉の推進を

支援するため、学識経験者や区市町村、関係団体等で構成する会議体を設置

し、この計画の進行管理を行います。 

 

○ 区市町村による地域福祉の推進に係る現状を把握した上で、地域福祉を推

進するための施策を検討します。 

 

○ 先進的な取組事例の紹介や、都と区市町村との意見交換、区市町村間の情

報共有を行う機会を設け、地域福祉計画の普及推進を図ります。 
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第２節 東京都地域福祉支援計画の進行管理（評価指標） 

○ この計画の進捗による施策効果の把握・分析・評価を行うため、目標とな

る指標を設定します。 

 

○ これらの指標等を活用し、PDCAサイクルを繰り返しながらこの計画の進

行管理を行うとともに、東京都地域福祉支援計画の改定につなげていきます。 

 

＜評価指標＞ 

項目 現状 目標 備考 

地域福祉計画を策定している

区市町村数 
52区市町村 増やす   

社会福祉法第１０６条の３に

規定する包括的支援体制を整

備する区市町村数 

  増やす   

地域における多世代の交流拠

点の整備 
  全62区市町村   
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おわりに 

 

東京の未来に向けて 
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付録 

東京都地域福祉支援計画策定委員会委員名簿 

 

 氏  名 所属等 備考 

１ 相田 義正 東京都民生児童委員連合会副会長  

２ 浦田 愛 文京区社会福祉協議会地域福祉推進係主任  

３ 川井 誉久 東京都社会福祉協議会地域福祉部長  

４ 小林  良二 東京都立大学名誉教授 副委員長 

５ 新保 美香 明治学院大学教授  

６ 関口 美智子 清瀬市健康福祉部地域包括ケア推進課長  

７ 髙橋  紘士 一般財団法人高齢者住宅財団特別顧問 委員長 

８ 堀田 聰子 慶應義塾大学大学院教授  

９ 三輪 秀寿 日の出町子育て福祉課長  

10 室田 信一 首都大学東京准教授  

11 山根 由美子 練馬区福祉部管理課長  

12 横山 美江 武蔵野市民社会福祉協議会主任  

※五十音順、敬称略 
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東京都地域福祉支援計画策定委員会における策定経過 

 

 開催日 議事内容 

第１回 平成29年6月26日 

○都における地域福祉施策の現状等について 

○委員発表 

○検討の進め方について 

第２回 平成29年７月27日 
○東京都地域福祉支援計画の構成（素案）について 

○事例発表 

第３回 平成29年10月４日 
○東京都地域福祉支援計画の構成案等について 

○事例発表 

第４回 平成29年12月25日 ○東京都地域福祉支援計画の素案について 

   

   

 

 

 


